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と
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節
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Ｆ
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節
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ソ
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節
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協
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」
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理
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節

｢

事
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協
議
」
制
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と

｢

参
戦
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問
題

第
二
節

核
不
拡
散
条
約
第
一
条
の
合
意

結
論

｢

米
ソ
共
同
支
配
」
体
制
の
成
立



序
論

問
題
の
所
在

二
〇
〇
九
年
の
オ
バ
マ
大
統
領
の
「
核
廃
絶
」
演
説
以
後
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
配
備
国
側
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
配
備
さ
れ
た
非
戦
略
核
兵
器
の
撤
去
に
向
け
た
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。

(

�)

二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、「
新
戦
略

概
念
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
を
目
標
と
す
る
合
意
に
達
し
た
。

(

�)

よ
り
具
体
的
に
、
二
〇
一
二
年
五
月
の

シ
カ
ゴ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
首
脳
会
議
で
は
、「
抑
止
・
防
衛
態
勢
の
見
直
し
（
Ｄ
Ｄ
Ｐ
Ｒ)

」
が
採
択
さ
れ
て
、「
非
戦
略
核
兵
器
の
さ
ら
な

る
削
減
が
可
能
と
な
る
条
件
を
つ
く
り
出
す
」
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

(

�)

か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
核
兵
器
の
配
備
を
根
拠
づ
け
て
き
た
、

「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

冷
戦
期
に
お
い
て
、
こ
の
制
度
に
基
づ
く
核
配
備
の
目
的
と
は
、
米
国
の
戦
略
核
使
用
を
引
き
出
し
て
防
衛
公
約
を
果
た
す
意
志

の
強
さ
を
示
す
点
に
あ
っ
た
。
確
か
に
、
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
侵
略
の
脅
威
は
大
幅
に
低
下
し
た
。

そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
西
欧
同
盟
は
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
を
正
当
化
す
る
際
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
米
の
同
盟
国
間
の
不

可
欠
な
政
治
的
、
軍
事
的
リ
ン
ク
」
の
象
徴
だ
と
い
う
表
現
を
用
い
て
き
た
。
一
連
の
核
戦
略
の
見
直
し
作
業
に
お
け
る
顕
著
な
特

徴
は
、
こ
の
表
現
が
削
除
さ
れ
て
制
度
を
維
持
す
る
政
治
的
意
義
は
低
下
し
た
と
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
戦
術
核
軍
縮

に
は
ロ
シ
ア
と
の
相
互
削
減
が
必
要
だ
と
強
調
さ
れ
た
点
に
あ
る
。

(
�)

と
こ
ろ
で
、
一
九
六
八
年
に
米
ソ
両
国
が
署
名
し
た
核
不
拡
散
条
約
で
も
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
第
一
条
で
は
、
核
兵
器
国
が
非
核
兵
器
国
に
対
し
て
、「
核
兵
器
そ
の
他
の
核
爆
発
装
置
又
は
そ
の
管
理
を
い
か
な
る
者
に
対

し
て
も
直
接
又
は
間
接
に
移
譲
し
な
い
こ
と｣

、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
規
定
は
、
核
兵
器
国
が
「
管
理
」
し
た
ま
ま
で
あ
れ
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ば
非
核
兵
器
国
に
「
配
備
」
は
可
能
だ
と
解
釈
さ
れ
て
、
冷
戦
期
に
大
量
の
戦
術
・
戦
域
核
兵
器
が
西
欧
に
持
ち
込
ま
れ
た
。

(

�)

要
す

る
に
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
に
よ
っ
て
、「
核
持
ち
込
み
」
の

�抜
け
穴
�
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
米
国
が
こ
う
し
た
非
戦
略
核
兵
器
の
配
備
を
行
い
、
し
か
も
ソ
連
と
の
合
意
に
至
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
、
六
〇
年
代
に
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
問
題
が
、
最
大
の
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
し
た
。
米
ソ

両
国
は
、
西
ド
イ
ツ
が
独
自
に
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
保
持
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
「
共
通
利
益
」
を
見
出
し
て
、
核
不
拡
散
条
約

の
米
ソ
同
一
案
の
協
議
に
入
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
盟
内
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
が
米
ソ
間
の
「
共
通
利
益
」
と
は
矛
盾
し
な
い
と

強
弁
す
る
米
国
側
に
対
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の
独
自
核
武
装
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
た
ソ
連
側
が
批
判
し
て
、
交
渉
は
行
き
詰
ま

る
。

(

�)

本
稿
は
、｢

核
管
理
」
を
め
ぐ
る
米
ソ
対
立
を
構
図
に
据
え
て
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

議
論
の
争
点
と
な
っ
た
同
盟
内
の

｢

核
不
拡
散｣

政
策
と
は
、「
拡
大
核
抑
止
」
を
「
再
保
証
」
す
る
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
。

五
七
年
に
ソ
連
が
大
陸
間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
保
有
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
西
ド
イ
ツ
は
、
西
欧
を
核
兵
器
で
防
衛
す
る
米
国
の
意
志

が
弱
ま
っ
た
と
受
け
取
っ
た
。
特
に
ベ
ル
リ
ン
危
機
は
、
西
ド
イ
ツ
の

｢

見
捨
て
ら
れ
る｣

不
安
を
増
幅
さ
せ
て
、
西
独
国
内
で
核

武
装
論
に
火
を
つ
け
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
危
機
感
を
抱
い
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
ソ
連
の
侵
攻
が
発
生
し

た
時
に
、
米
国
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
に
確
実
に
「
巻
き
込
ま
せ
る
」
手
段
を
西
ド
イ
ツ
に
与
え
る
と
い
う
方
式
を
考
案
し
た
。

こ
の
「
多
角
的
核
戦
力｣

(

Ｍ
Ｌ
Ｆ)

構
想
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
西
ド
イ
ツ
に
核
兵

器
の
「
管
理
」
を
部
分
的
に
委、
譲、
す
る(

d
e

le
g

ate)

点
に
あ
る
。
確
か
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
西
欧
同
盟
内
に
お
い
て
戦
時
の

指
揮
命
令
統
制
を
統
合
し
て
、
核
の
発
射
権
限
を
米
国
に
集
中
さ
せ
る
方
針
を
固
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
核
で
守
ら
れ
て
い
る
感
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覚
を
西
ド
イ
ツ
に
与
え
る
た
め
に
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
で
米
国
は
、
核
使
用
の
「
拒
否
権
」
を
手
放
す
可
能
性
に
含
み
を
も
た
せ
た
。

(

�)

そ

れ
故
に
、
ソ
連
政
府
は
、
西
ド
イ
ツ
が

｢

核
の
ボ
タ
ン｣

に
指
を
触
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
核
不
拡
散
交
渉
と
は
両

立
し
な
い
と
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
機
に
米
国
は
、
核
の
発
射
の
「
拒
否
権
」
を
堅
持
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

こ
の
判
断
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ト
ル
コ
に
配
備
し
た
核
ミ
サ
イ
ル
が
制
御
不
可
能
な
事
態
を
招
く
と
い
う
恐
怖
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
両
政
権
で
国
防
長
官
を
務
め
た
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
に
見
切
り
を
つ
け
て
、

「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
を
適
用
す
る
路
線
に
切
り
か
え
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
二
国
間
協
定
を
通
じ
て
、
米
軍
に
よ
る
核
弾
頭
の

厳
重
な
「
管
理
」
の
上
で
、
西
ド
イ
ツ
に
も
運
搬
手
段
の
保
有
が
認
め
ら
れ
た
。
部
分
的
核
実
験
禁
止
条
約
の
成
立
後
、
核
不
拡
散

条
約
交
渉
が
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
の
「
核
持
ち
込
み
」
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
交
渉
は
紛
糾
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
米
ソ
交
渉
の
争
点
と
し
て
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
が
浮
上
し
た
の
だ
が
、
二
国
間
協
定
を
基
礎
と
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

の

｢

戦
略
協
議｣

方
式
が
編
み
出
さ
れ
た
。
こ
の

｢
戦
略
協
議｣

に
従
え
ば
、
米
国
が
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
移、
譲、
す
る(

tran
s-

fe
r)

決
定
を
行
う
前
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
で
「
事
前
協
議
」
を
開
催
す
る
運
び
と
な
る
。｢

事
前
協
議
」
の
開
催
を
保
証
す
る
た
め
に
、

核
兵
器
の
使
用
計
画
の
策
定
や
情
報
の
共
有
を
行
う
常
設
組
織
と
し
て
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
議
長
を
務
め
る
「
核
計
画
グ
ル
ー
プ｣

（
Ｎ
Ｐ
Ｇ
）
が
創
設
さ
れ
る
。
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、Ｎ
Ｐ
Ｇ
の
創
設
が
、「
柔
軟
反
応
」
戦
略
の
採
択
へ
と
つ
な
が
っ
て
、
米
国

の
「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。

(

�)

だ
が
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
、
ま
た
は

｢

戦
略
協
議｣

方
式
の
本
質
と
は
、
ソ
連
と
の
政
治
的
了
解
に
基
づ
く
「
同
盟
管

理
」
で
あ
っ
た
。
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
に
従
え
ば
、「
平
時
」
に
米
国
が
管
理
し
て
い
る
戦
術
核
兵
器
は
、「
戦
時
」
に
な
る
と
配
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備
国
に
移
譲
さ
れ
て
、
彼
ら
の
保
有
す
る
運
搬
手
段
で
運
用
さ
れ
る
。
こ
の
論
理
を
捉
え
た
上
で
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
核
不
拡
散
条

約
第
一
条
の
修
正
案
を
提
案
し
た
。
彼
が
ソ
連
側
に
伝
え
る
よ
う
に
強
調
し
た
の
は
、「
核
拡
散
」
が
起
こ
る
の
は
、
米
大
統
領
に

よ
っ
て
「
戦
時
」
の
判
断
が
下
さ
れ
た
後
だ
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
彼
の
意
図
は
、
米
国
が
究
極
的
な
政、
治、
的、
決
定
を
下
す
権
限
を

独
占
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
Ｎ
Ｐ
Ｇ
の
創
設
と
同
時
に
、
核
使
用
の
意
思
決
定
を
米
国
に
集
中
さ
せ
る
と
い
う
形
で
具
現
し

た
。

(

�)

つ
ま
り
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
超
大
国
同
士
が
相
手
を
「
有
事
」
に
追
い
込
ま
な
い
�
密
約
�
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
が

｢

核
の
ボ
タ
ン｣

に
指
を
か
け
る
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
了
解
の
形
成
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
同
盟
諸
国
と

の
「
事
前
協
議
」
を
行
う
こ
と
よ
り
も
、
米
ソ
間
の
不
戦
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
本
質
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
核
不
拡
散
条

約
の
成
立
は
、
ソ
連
が
ベ
ル
リ
ン
の
駐
留
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
中
欧
の
「
現
状
維
持
」
に

関
す
る
暗
黙
の
了
解
も
成
立
し
た
と
い
え
る
。
本
稿
は
、
非
戦
略
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
め
ぐ
る
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
「
核
不
拡
散
」

政
策
を
検
討
対
象
と
し
て
、「
米
ソ
核
密
約
」
成
立
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

�)

『
朝
日
新
聞』

（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
日)

。
現
在
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ト
ル
コ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
の
五
ヵ
国
に
、
一
五

〇－

二
〇
〇
発
程
度
の
戦
術
核
兵
器
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
特
に
ド
イ
ツ
に
は
、
一
〇－

二
〇
発
の
重
力
落
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他
方
で
、「
核
兵
器
が
世
界
に
存
在
す
る
限
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は

核
同
盟
で
あ
り
続
け
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
核
兵
器
の
計
画
と
協
議
の
仕
組
み
に
対
す
る
同
盟
国
の
参
加
を
「
可
能
な
限
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り
確
保
す
る
」
と
い
う
。

(
�)

“
D

e
te

rre
n

ce
an

d
D

e
fe

n
ce

P
o

stu
re

R
e

v
ie

w
,”

N
A

T
O

p
re

ss
re

le
ase

,
2

0
M

ay
2

0
1

2
,

<
h

ttp
://w

w
w

.n
ato

.in
t/cp

s/e
n

/S
ID

-

1
9

3
D

7
9

8
0
-4

A
8

8
1

D
9

C
/n

ato
liv

e
/o

fficial_
te

x
ts_

8
7

5
9

7
.h

tm
?m

o
d
e
=

p
re

ssre
le

ase
>

.

鶴
岡
路
人
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
抑
止
・
防
衛
態
勢
レ
ビ
ュ
ー

（
Ｄ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
を
読
む
（
一)

（
二)

」
『
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三
日)

、
第
二
八
号
（
一
一
月

二
二
日)
。

(

�)

鶴
岡
路
人
「
欧
州
戦
術
核
問
題
の
構
図
」
『
国
際
安
全
保
障
』
第
四
〇
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月)

。
広
瀬
佳
一
・
吉
崎
知
典

『

冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
第
九
章
。
ま
た
、
配
備
核
兵
器
の
種
類
や
場
所
、
そ
し
て
数
量
な
ど
に
関

す
る
透
明
性
の
向
上
が
、
核
軍
縮
の
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
ロ
シ
ア
と
の
相
互
削
減
が
唱
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
ロ
シ
ア
が
劣
勢
な

通
常
戦
力
を
補
お
う
と
し
て
、
非
戦
略
核
兵
器
へ
の
依
存
を
強
め
た
結
果
、
米
ロ
間
で
「
不
均
衡
」
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
と
ノ
リ
ス
は
、
相
互
削
減
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
を

｢

敵｣

と
看
做
す
か
つ
て
の
思
考
に
逆
戻
り
し
て

い
る
証
拠
だ
と
批
判
す
る
（N

o
rris

an
d

K
riste

n
se

n
,

“
U

S
tactical

n
u

cle
ar

w
e

ap
o

n
s

in
E

u
ro

p
e
,

2
0

1
1
.”)

。

(

�)

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
世
界
と
日
本』
（
田
中
明
彦
研
究
室)

。
西
ド
イ
ツ
は
、
一
九
六
九
年
に
核
不
拡
散
条
約
に
署
名
し
て
、
七
五
年
に

批
准
し
た
。
ち
な
み
に
日
本
は
、
一
九
七
〇
年
署
名
、
七
六
年
批
准
。

(

�)

「
持
ち
込
み｣

（in
tro

d
u

ctio
n

）
に
関
し
て
は
、「
配
備｣

（d
e

p
lo

y
m

e
n

t

）
や
「
寄
港｣

（p
o

rt
call)

、｢

通
過｣

（tran
sit

）
等
も
含

ま
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
持
ち
込
み
」
を
特
に
「
配
備
」
に
限
定
す
る
。

(

�)

例
え
ば
、
こ
の

�抜
け
穴
�
を
利
用
し
て
、「
沖
縄
核
密
約
」
も
生
ま
れ
た
。
一
九
六
九
年
一
一
月
一
九
日
、
佐
藤
栄
作
首
相
は
ニ

ク
ソ
ン
大
統
領
と
と
も
に
、
小
部
屋
で
「
合
意
議
事
録
」
に
署
名
し
た
。
佐
藤
首
相
は
、「
非
核
三
原
則｣

（
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込

ま
せ
ず
）
を
掲
げ
て
、
沖
縄
の
「
核
抜
き
、
本
土
並
み
」
返
還
を
目
指
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
米
国
政
府
は
、
沖
縄
に
配
備
さ
れ
て
い

た
核
兵
器
は
撤
去
す
る
が
、「
有
事｣

（e
m

e
rg

e
n

cy

）
に
お
け
る
核
兵
器
の
「
再
持
ち
込
み｣

（re
-e

n
try

）
の
確
約
を
迫
っ
た
。
在
日
米

軍
の
「
装
備
に
お
け
る
重
大
な
変
更
」
が
あ
る
際
に
は
「
事
前
協
議
」
を
設
け
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
政
府
は
「
遅
滞
な
く
こ
れ
ら

の
必
要
を
満
た
す
」
と
約
し
た
の
で
あ
る
。
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(

�)

シ
ュ
ワ
ル
ツ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
盟
内
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
は
、「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
高
め
て
西
ド
イ
ツ
の

核
武
装
を
阻
止
す
る
一
方
で
、
西
ド
イ
ツ
が
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
手
に
す
る
恐
れ
も
高
ま
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た

(
S

ch
w

artz,
D

av
id

N
.,

N
A

T
O

’s
N

u
clea

r
D

ilem
m

a
s,

W
ash

in
g

to
n
,

D
.

C
.:

B
ro

o
k

in
g

s
In

stitu
tio

n
P

re
ss,

1
9

8
3
,

p
p
.

1
0

�1.)

。

(

�)
後
述
す
る
よ
う
に
、
欧
州
連
合
軍
最
高
司
令
官

(

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ)

が
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
限
り
、
米
国
が
核
使
用
の
「
拒
否
権
」

を
完
全
に
放
棄
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
大
西
洋
同
盟
の
根
本
的
問
題
は
、「
誰
が
、
誰
の
命
令
に
よ
っ
て
、
何

の
た
め
に
死
ぬ
の
か
と
い
う
こ
と
」
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
よ
う
な
「
軍
事
技
術
的
操
作
に
よ
っ
て
も

解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う｣

、
と
論
じ
た

(

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

’
ハ
ン
ス
・
Ｊ
『
ア
メ
リ
カ
外
交
政
策
の
刷
新
』
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一

九
七
四
年
、
二
四
〇－
三
頁)

。
(

�)
S

ch
w

artz,
op

.
cit.,

ch
ap

.
6
.

梅
本
哲
也
『
核
兵
器
と
国
際
政
治
一
九
四
五－

一
九
九
五
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、

六
八－

七
八
頁
。
新
垣
拓
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
に
お
け
る
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
政
策｣

『
国
際
政
治
』
一
六
三
号

(

二
〇
一
一
年
一
月)

。
Ｍ

Ｌ
Ｆ
の
よ
う
な

｢

戦
力
共
有｣

方
式
と
は
区
別
す
る
形
で
、｢

核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ｣

は

｢

戦
略
協
議｣

方
式
と
呼
称
さ
れ
る
。

(

�)

ハ
ー
ス
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
に
核
問
題
で
は
、
特
定
の
「
主
権
者
」
が
核
使
用
の
意
思
決
定
権
を
握
る
た
め
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

が
定
義
す
る
「
例
外
状
態
」
が
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、「
核
の
安
全
保
障
の
機
構
」
が
、｢

民
主
主
義
的
な
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル｣

か

ら
逃
れ
て
、
現
代
に
お
い
て｢

超
法
規
的
に
行
動
す
る｣

可
能
性
が
高
い
と
い
う(

ハ
ー
ス
ト

’
ポ
ー
ル
「
第
一
章

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
決
断
主
義
」
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
挑
戦』

(

風
行
社
、
二
〇
〇
六
年)

、
二
三－

四
頁)

。

第
一
章
「
多
角
的
核
戦
力｣

（
Ｍ
Ｌ
Ｆ
）
構
想
の
論
理

第
一
節

西
ド
イ
ツ
核
武
装
問
題
と
ケ
ネ
デ
ィ
の
秩
序
構
想

本
章
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
米
国
政
府
が
考
案
し
た
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
論
理
を
検
証
す
る
。
西
ド

法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)

｢

核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
と
「
米
ソ
核
密
約
」
の
構
図

1245

七



イ
ツ
は
、
ソ
連
が
米
本
土
に
到
達
す
る
ミ
サ
イ
ル
を
保
有
し
た
こ
と
で
、
米
国
が
同
盟
国
の
防
衛
の
た
め
に
核
使
用
す
る
「
信
憑
性
」

は
低
下
し
た
、
と
受
け
取
っ
た
。
特
に
ベ
ル
リ
ン
危
機
を
受
け
て
、
西
ド
イ
ツ
は
核
開
発
の
道
を
模
索
し
始
め
る
。
以
上
の
背
景
よ

り
、
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
、
米
国
の
「
拡
大
核
抑
止
」
の
公
約
を
「
再
保
証
」
す
る
緊
要
性
が
高
ま
る
。

六
一
年
六
月
の
ウ
ィ
ー
ン
首
脳
会
談
で
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
ケ
ネ
デ
ィ
に
対
し
て
、「
ド
イ
ツ
問
題
」
の
「
最
後
通
牒
」
を
突
き

付
け
た
。
ソ
連
が
東
ド
イ
ツ
と
の
単
独
講
和
で
占
領
管
理
を
終
結
さ
せ
た
時
点
で
、
駐
留
の
権
利
を
失
っ
た
西
ベ
ル
リ
ン
の
米
軍
は

撤
退
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
脅
し
が
あ
っ
た
た
め
に
、
西
ド
イ
ツ
は
、
ソ
連
が
侵
攻
し
て
き
た
時
に
、
ソ
連
の
対
米
本
土
核

攻
撃
の
威
嚇
を
受
け
て
、
米
国
が
防
衛
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
果
た
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
感
を
強
め
た
。｢

拡
大
核
抑

止｣

の
信
頼
性
が
揺
ら
い
だ
結
果
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
恐
れ
た
事
態
が
、
現
実
味
を
帯
び
始
め
る
。

ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
緊
張
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
西
ド
イ
ツ
国
内
の
核
武
装
論
も
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
展
開
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

(

�)

確
か
に
、
五
四
年
に
主
権
の
回
復
と
再
軍
備
が
認
め
ら
れ
た
際
に
、
西
ド
イ
ツ
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
（
核
・
化
学
・
生
物
）
兵
器
の
自

国
領
内
で
の
製
造
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
核
保
有
し
た
英
仏
と
の
不
平
等
性
へ
の
不
満
も
募
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
は
「
核

能
力
を
持
と
う
と
し
て
い
る
」
と
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
懸
念
を
露
わ
に
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

(

�)

こ
う
し
た
事
態
の
展
開
に
従
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
独
自
核
武
装
を
阻
止
す
る
論
理
が
脚
光
を
挙
び
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
、
ソ

連
の
ベ
ル
リ
ン
侵
攻
の
際
に
米
軍
が
防
衛
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
果
た
す
こ
と
を
「
再
保
証
」
す
る
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
。
具
体
的

に
考
案
さ
れ
た
の
が
、
米
国
の
核
戦
力
に
対
す
る
西
ド
イ
ツ
の
関
与
を
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
こ
の
同
盟
内
に
お
け
る

「
核
不
拡
散
」
政
策
に
関
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
ま
ず
、
前
政
権
の
政
策
の
再
検
討
に
着
手
す
る
。

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
前
政
権
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
と
の
二
国
間
協
定
で
、
戦
術
核
兵
器
と
中
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
）
の
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配
備
を
推
進
し
た
。

(

�)

こ
う
し
た
政
策
に
加
え
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
、
将
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
連
合
が
誕
生
し
た
場
合
に
、
核
弾

頭
の
「
管
理
」
を
委
譲
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
把
握
す
べ
き
は
、
西
欧
を
「
第
三
極
」
と
し
て
台
頭
さ
せ
る
秩
序
構

想
で
あ
る
。
こ
の
構
想
に
則
っ
て
、
ア
イ
ク
に
は
在
欧
米
軍
の
全
面
撤
退
と
と
も
に
、
西
ド
イ
ツ
に
独、
自、
の

｢

核
管
理｣

を
認
め
る

用
意
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

(

�)

六
〇
年
一
二
月
の
北
大
西
洋
理
事
会
で
、
米
国
が
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
公
表
し
た
背
景
と
は
、
か
く
の
如
き

で
あ
っ
た
。
幾
多
の
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ポ
ラ
リ
ス
潜
水
艦
に
加
盟
諸
国
の
軍
人
を
混
乗
さ
せ
て
、
欧
州

連
合
軍
最
高
司
令
官
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
）
の
指
揮
下
に
核
戦
力
を
統
合
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
中
核
的
要
素
で
あ
っ
た
。

(

�)

そ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
西
ド
イ
ツ
に
核
兵
器
の
独
自
の
「
管
理
」
を
持
た
せ
な
い
こ
と
を
、
西
欧
同
盟
に
お
け
る

基
本
目
標
に
設
定
し
た
。
例
え
ば
、
新
政
権
は
、
西
ド
イ
ツ
が
触
発
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
核
開
発
と
対
仏
核
技
術
協
力

に
反
対
し
た
。

(

�)

ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
危
機
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
た
核
不
拡
散
協
定
に
関
す
る
米
ソ
交
渉
で
、
米
国
は
「
核
兵
器
の

移
譲
」
を
禁
止
す
る
提
案
を
ソ
連
に
示
し
て
、
両
国
の
「
共
通
利
益
」
の
存
在
を
認
め
た
。

(

�)

前
大
統
領
の
秩
序
構
想
と
は
対
照
的
に
、

米
国
が
核
の
発
射
に
「
拒
否
権
」
を
行
使
で
き
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
核
戦
力
を
否
定
し
た
上
で
、
同
盟
内
に
お
け
る
支
配
的
地
位
の
確

立
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
秩
序
構
想
の
変
更
に
伴
っ
て
、
米
国
の
核
使
用
の
最
終
決
定
権
を
部、
分、
的、
に
放
棄
す
る
こ
と
で
、
西
ド
イ
ツ
に
独
自
の

「
管
理
」
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
目
的
と
な
る
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が

当
初
採
用
し
た
核
戦
略
に
従
え
ば
、｢

限
定
核
戦
争
」
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
米
国
に
よ
る
集
中
的
な
「
核
管
理
」
が
求
め
ら
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
防
長
官
は
、
六
二
年
五
月
に
北
大
西
洋
理
事
会
で
、
報
復
核
攻
撃
を
敵
の
標
的
に
的
確
に

命
中
さ
せ
る
に
は
、
戦
時
に
お
け
る
指
揮
命
令
統
制
を
統
一
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
語
っ
た
。

(

�)

米
国
に
よ
る
集
中
的
な
核
管
理
を
柱
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と
す
る
「
軍
事
」
戦
略
の
指
針
と
は
根
本
的
に
矛
盾
し
て
い
る
点
に
こ
そ
、｢

政
治
的
」
課
題
に
対
処
す
る
意
図
で
考
案
さ
れ
た
Ｍ

Ｌ
Ｆ
構
想
の
本
質
が
あ
る
と
い
え
る
。

(

�)
か
く
し
て
米
国
政
府
は
、
ベ
ル
リ
ン
危
機
を
受
け
て
、
核
管
理
態
勢
の
強
化
を
進
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
、
西
ド

イ
ツ
に
米
国
の
生
死
を
左
右
す
る
権
限
を
分
け
与
え
る
体
裁
を
整
え
た
構
想
も
推
進
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

(

�)

第
二
節
「
管
理
」
の
委
譲
と
「
拒
否
権
」
の
問
題

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
西
欧
同
盟
内
部
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
米
国
の
核
兵
器
の
「
管
理
」
を

部
分
的
に
委
譲
す
る
と
い
う
の
が
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
こ
の
構
想
に
期
待
し
た
の
は
、
同
盟
諸
国
に
核
兵

器
の
「
国
家
的
管
理
」
を
も
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
盟
内
部
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
は
、
米
国

の
「
拒
否
権
」
を
め
ぐ
っ
て
、
米
ソ
「
核
不
拡
散
」
交
渉
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
再
検
討
は
、
次
の
案
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
の
指
揮
下
に
、
地
上
配
備
型
の
準

中
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
）
を
提
供
し
て
、
核
戦
力
の
所
有
と
管
理
の
面
で
「
多
角
的
」
性
格
を
備
え
た
核
部
隊
を
創
設

す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。

(

�)

具
体
的
に
言
え
ば
、
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
の
使
用
を
決
定
す
る
権
限
を
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
に
委
譲
す
る
の
で
、
ソ
連
の

侵
攻
を
受
け
た
場
合
、
事
前
の
取
決
め
に
従
っ
て
現
地
司
令
官
が
核
を
発
射
す
る
蓋
然
性
も
高
ま
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ

の
手
に
核
兵
器
の
「
管
理
」
が
渡
り
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
把
握
す
べ
き
点
は
、
国
防
長
官
が
、
こ
の
リ
ス
ク
を
理
由
に
挙

げ
て
、
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
の
地
上
配
備
に
批
判
的
な
結
論
を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。

(
�)

こ
の

｢

管
理｣

の
委
譲
と
関
わ
っ
て
、
米
英
仏
の
核
戦
力
を
統
合
す
る
「
多
角
的
核
戦
力
」
の
創
設
で
焦
点
と
な
っ
た
の
が
、
米
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国
の
「
拒
否
権
」
の
所
在
で
あ
っ
た
。
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
魅
力
は
、
西
欧
諸
国
が
核
兵
器
の
発
射
に
関
与
で
き
る
点
に
あ
る
の
に
、
米

国
が
反
対
す
れ
ば
実
戦
投
入
で
き
な
い
と
い
う
条
件
を
付
け
れ
ば
、
そ
の
魅
力
は
薄
れ
て
し
ま
う
。
事
実
、
国
防
長
官
が
「
拒
否
権
」

を
放
棄
す
る
こ
と
に
断
固
反
対
し
た
の
に
対
し
て
、
独
仏
両
国
は
核
協
力
も
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
必
然
的
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
機
構
改

革
を
伴
う
、
米
国
の
「
拒
否
権
」
の
放
棄
を
要
求
し
て
き
た
。

(

�)

最
終
的
に
、
西
独
核
武
装
の
不
安
に
駆
ら
れ
た
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
米
国

が
核
使
用
の
「
拒
否
権
」
を
手
放
す
か
ど
う
か
と
い
う
根
幹
に
関
し
て
、
意
図
的
に
不
明
確
に
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
っ
た
。

(

�)

以
上
の
狙
い
を
込
め
て
、
六
二
年
四
月
に
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
同
盟
内
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
へ
の
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
売

却
案
に
代
わ
る
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
推
進
を
承
認
し
た
。

(

�)

そ
の
後
、
ポ
ラ
リ
ス
・
ミ
サ
イ
ル
八
基
を
各
々
搭
載
し
た
水
上
艦
艇
二
五
隻
を
、

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
の
指
揮
下
で
、
数
ヵ
国
の
混
合
乗
員
制
で
運
用
す
る
と
い
う
具
体
案
に
辿
り
着
く
。
こ
の
枠
組
み
の
中
に
英
仏
の
核

戦
力
を
取
り
込
ん
で
、
核
兵
器
の
「
国
家
的
管
理
」
を
阻
止
す
る
と
い
う
の
が
、
米
国
の
青
写
真
で
あ
っ
た
。
構
想
の
眼
目
は
、
西

ド
イ
ツ
が
四
割
も
の
最
大
の
出
資
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
国
の
核
戦
力
に
対
す
る
欲
求
を
満
た
す
こ
と
に
置
か
れ

て
い
た
。

(

�)

ま
と
め
る
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
考
案
し
た
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
と
は
、｢

拒
否
権｣

の
放
棄
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
本
質
的
に
は

｢

核

拡
散｣

に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
素
を
危
惧
し
た
ソ
連
政
府
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
「
核
不
拡
散
」
条
約
と
は
両
立
し
な
い

と
、
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
。
六
二
年
八
月
に
ラ
ス
ク
国
務
長
官
は
、
ド
ブ
ル
イ
ニ
ン
駐
米
大
使
と
会
談
し
た
際
に
、「
拒
否
権
」

に
関
す
る
言
質
を
与
え
ぬ
ま
ま
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
を
阻
止
す
る
措
置
に
な
る
、
と
説
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ソ

連
側
は
、「
直
接
的
、
間
接
的
、
な
い
し
多
角
的
協
定
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
に
核
兵
器
を
与
え
な
い
」
よ
う
に
要
求
し
た
。

(

�)

ソ
連
側

が
恐
れ
た
の
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
通
じ
て
、
西
ド
イ
ツ
が
独
自
の
「
管
理
」
を
も
つ
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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戦
後
ソ
連
に
と
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
問
題
」
で
あ
っ
た
。
実
際
、
西
ド
イ

ツ
の
核
兵
器
入
手
を
不
可
能
に
す
る
協
定
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
ベ
ル
リ
ン
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
主
な
動
機

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

(

�)

米
国
側
も
会
談
で
暗
に
提
案
し
た
通
り
、
西
独
核
武
装
と
ベ
ル
リ
ン
不
可
侵
と
い
う
二
つ
の
争
点
は
密
接
に

関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

�)

か
く
し
て
、
中
欧
の
現
状
維
持
に
関
す
る
了
解
と
も
絡
ん
で
、
米
ソ
交
渉
と
同
盟
政
策
と
の
間
に
生
じ

た
「
核
不
拡
散
」
概
念
の
懸
隔
を
埋
め
る
方
式
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(

�)

例
え
ば
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
西
独
首
相
は
、
次
の
よ
う
な
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
一
つ
は
、「
核
備
蓄
制
度
」
に
参
加
し
て
戦
術
核
兵

器
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
、
二
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
核
兵
器
の
共
同
開
発
で
あ
る
（
岩
間
陽
子
「
西
ド
イ
ツ
と
戦
術
核
兵
器
」『

国
際

安
全
保
障
』
第
四
〇
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月)

、
四
三－

六
頁)

。

(

�)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

M
arc,

A
C

on
stru

cted
P

ea
ce:

T
h

e
M

a
k

in
g

of
th

e
E

u
rop

ea
n

S
ettlem

en
t

1
9

4
5

�19
6

3
,

P
rin

ce
to

n
:

P
rin

ce
to

n

U
n

iv
e

rsity
P

re
ss,

1
9

9
9
,

p
p
.

3
4

1

�2.

(

�)

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
は
、
英
国
と
イ
タ
リ
ア
に
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
を
配
備
し
た
が
、
ソ
連
に
近
接
す
る
ト
ル
コ
へ
の
配
備
を
思
い
と
ど
ま
っ

た
。

(

�)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p

p
.

1
5

2

�

5
4
,

2
0

9

�10
,

2
1

3

�5.

六
〇
年
二
月
に
フ
ラ
ン
ス
が
核
実
験
を
行
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
イ
ゼ

ン
ハ
ワ
ー
は
、
米
国
で
生
産
す
る
核
兵
器
を
同
盟
国
に
移
転
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
原
子
力
法
の
改
訂
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
議
会
は

こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

(

	)
U

.
S
.

D
e

p
artm

e
n

t
o

f
S

tate
,

F
oreign

R
ela

tion
s

of
th

e
U

n
ited

S
ta

tes
(=

F
R

U
S

),
1

9
5

8
-6

0
,

v
o

l.
7
,

d
o

c.
2

7
6
.

ち
な
み
に
ア
イ

ク
は
、
代
々
ア
メ
リ
カ
人
が
務
め
て
き
た
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
代
え
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
。
初
代
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
の

ア
イ
ク
は
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
の
独
立
し
た
地
位
を
尊
重
し
て
お
り
、
核
使
用
を
決
定
す
る
権
限
ま
で
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た

(
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p

p
.

1
7

2

�

3
.)

。
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(

�)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p

p
.

3
0

5

�

7
.

(
�)

黒
崎
輝
「
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
核
拡
散
防
止
政
策
と
核
兵
器
移
譲
禁
止
を
め
ぐ
る
外
交
」『

平
和
研
究
セ
ミ
ナ
ー
論
集
』
日
本
平
和
学

会
、
二
〇
〇
〇
年
。
六
一
年
に
国
連
総
会
で
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
決
議
」
が
採
択
さ
れ
て
、
核
不
拡
散
に
関
す
る
国
際
協
定
の
締
結
が
勧
告

さ
れ
た
。

(

�)
“

R
e

m
ark

s
b

y
S

e
cre

tary
M

cN
am

ara
N

A
T

O
M

in
iste

rial
M

e
e

tin
g
,

5
M

ay
1

9
6

2
R

e
stricte

d
S

e
ssio

n
,”

O
ffice

o
f

th
e

S
e

cre
tary

o
f

D
e

fe
n

se
,

F
re

e
d

o
m

o
f

In
fo

rm
atio

n
A

ct,
p

p
.

8

�10
.

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
核
戦
争
を
「
合
理
的
」
に
遂
行
す
る
と
い
う
「
損
害
限
定
」

戦
略
の
論
理
で
、「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
に
、
ア
テ
ネ
で
国
防
長
官
は
、
独
自
核
武
装
は

「
抑
止
力
と
し
て
の
信
憑
性
に
欠
け
る
」
ば
か
り
か
、「
柔
軟
で
制
御
さ
れ
た
反
応
」
を
不
可
能
に
す
る
と
批
判
し
た
。
同
じ
ア
テ
ネ
で
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
緊
急
時
の
「
事
前
協
議
」
の
実
施
に
つ
い
て
合
意
し
た
上
で
、「
ア
テ
ネ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
、

米
国
の
核
兵
器
に
関
す
る
情
報
提
供
と
核
使
用
計
画
の
策
定
を
行
う
「
戦
略
協
議
」
に
西
ド
イ
ツ
を
参
与
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(
N

A
T

O
,

F
in

a
l
�
��

�
�
�
���

	

M

ay
6
,

1
9

6
2
.
<

h
ttp

://w
w

w
.n

ato
.in

t/d
o

cu
/co

m
m

/4
9
-9

5
/c6

2
0

5
0

4
a.h

tm
>
)

。

(

�)

こ
う
し
た
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
特
性
に
関
し
て
は
、「
軍
事
的
」
に
は
い
か
な
る
核
拡
散
も
否
定
す
る
一
方
で
、｢

政
治
的
」
に
は
核
兵
器

の
「
管
理
」
を
西
欧
諸
国
に
分
け
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る(

S
te

in
b

ru
n

e
r,

Jo
h

n
D

.,
T

h
e

C
yb

ern
etic

T
h

eory
of

D
ecision

:
N

ew
D

im
en

sion
s

of
P

olitica
l

A
n

a
lysis,

P
rin

ce
to

n
,

N
J
:

P
rin

ce
to

n
U

n
iv

e
rsity

P
re

ss,
1

9
7

4
,

p
.

1
5

3
,

1
7

2
.)

。

(

�)

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
は
、
米
国
の
核
戦
略
の
一
環
と
し
て
考
案
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
通
説
的
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る(

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー

’

Ａ
・
Ｍ
『
ケ
ネ
デ
ィ
』(

下
巻
）
河
出
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三
二
二－

三
頁
。
川
嶋
周
一
『
独
仏
関
係
と
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
秩
序
』

創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
、
第
三
章)

。

(

�)

就
任
後
の
六
一
年
五
月
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
オ
タ
ワ
で
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
継
承
す
る
意
向
を
表
明
し
た(

P
u

b
lic

P
a

p
ers

of
th

e

P
resid

en
ts

of
th

e
U

n
ited

S
ta

tes,
Joh

n
F

.
K

en
n

ed
y:

1
9

6
1

,
p
.

3
8

5
.)

。

(

	)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p

p
.

2
9

7

�30
5
,

3
1

0

�1;
F

R
U

S
,

1
9

6
1

�63
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
1

3
0
.

国
防
長
官
の
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
配
備
批
判
の
背
景
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に
は
、
ベ
ル
リ
ン
危
機
を
奇
禍
と
し
て
文
民
に
よ
る
核
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
ノ
ー
ス
タ
ッ
ド
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
と
対
立
を

深
め
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

(
�)

T
al,

D
av

id
,
“

T
h

e
B

u
rd

e
n

o
f

A
llian

ce
:

T
h

e
N

P
T

N
e

g
o

tiatio
n

s
an

d
th

e
N

A
T

O
F

acto
r,

1
9

6
0

�19
6

8
,”

C
h

ristian
N

u
e

n
list

an
d

A
n

n
a

L
o

ch
e

r,
e

d
s.,

T
ra

n
sa

tla
n

tic
R

ela
tion

s
a

t
S

ta
k

e:
A

sp
ects

of
N

A
T

O
,

1
9

5
6

�19
7

2
(

C
e

n
te

r
o

r
S

e
cu

rity
S

tu
d

ie
s,

2
0

0
6)

.

牧

野
和
伴
「
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
と
同
盟
戦
略
の
変
容｣

（
一)

『
法
学
政
治
学
研
究
』
第
二
一
巻
（
一
九
九
九
年)

、
四
一

－

三
頁
。
す
で
に
ド
ゴ
ー

ル
は
、
自
国
領
内
に
米
国
の
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
を
配
備
す
る
問
題
が
浮
上
し
た
際
に
、
核
兵
器
の
管
理
権
の
引
き
渡
し
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
形
で
、

米
英
仏
の
「
三
頭
制
」
で
同
盟
の
核
戦
略
を
策
定
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
た
（
川
嶋
、
前
掲
書
、
二
七

－

三
七
頁)

。

(

�)
F

R
U

S
,

1
9

6
1

�

6
3

,
v

o
l.

1
3
,

d
o

c.
1

3
0
,

1
3

5
;

T
rach

te
n

b
e

rg
,

op
.

cit.,
p
.

3
1

2
,

3
1

4
.

(

�)
Ib

id
.,

d
o

c.
1

3
5
.

マ
ク
ナ
マ
ラ
は
ア
テ
ネ
で
、
通
常
戦
力
の
増
強
に
比
べ
れ
ば
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
は
二
義
的
な
課
題
だ
と
、
消
極
的
な

姿
勢
を
示
し
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
西
欧
諸
国
が
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
「
政
治
的
問
題
」
の
解
決
策
と
し
て
受
け
入
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
自

身
も
支
持
す
る
用
意
が
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。(

H
istory

of
th

e
O

ffice
of

th
e

S
ecreta

ry
of

D
efen

se,
V

ol.
V

:
T

h
e

M
cN

a
m

a
ra

A
scen

d
a

n
cy,

1
9

6
1

�19
6

5
,

W
ash

in
g

to
n
,

D
C

:
G

.
P

.
O

.,
2

0
0

6
,

p
p
.

3
9

5

�7,
p
.

4
2

0
.)

。

(

�)
S

te
in

b
ru

n
e

r,
op

.
cit.,

P
art

2
.

ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
戦
略
爆
撃
機
を
保
有
し
て
い
た
が
、
ま
だ

弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

(

�)
F

R
U

S
,

1
9

6
1

�63
,

v
o

l.
7
,

o
c.

1
6
.

倉
科
一
希
「
米
欧
同
盟
と
核
兵
器
拡
散
問
題
―
―
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
対
西
独
政
策
」『

国
際
政
治
』

第
一
六
三
号
（
二
〇
一
一
年
一
月)

、
六
二
頁
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
対
し
て
直
接
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
核
不
拡
散
条
約
の
障

害
だ
と
伝
え
て
い
る(

Ib
id

.,
v

o
l.

6
,

d
o

c.
9

8
.)

。

(

�)

ウ
ラ
ム

’
ア
ダ
ム
・
Ｂ
『
膨
張
と
共
存』

（
三
）
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
七
七
一

－

八
〇
、
七
八
六

－

九
、
八
三
九

－

四
〇
頁
。

(

	)

ト
ラ
ク
テ
ン
バ
ー
グ
は
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
以
前
に
米
ソ
交
渉
が
頓
挫
し
た
最
大
の
要
因
に
つ
い
て
、
ソ
連
が
西
ド
イ
ツ
の
核
保
有
に

対
す
る
懸
念
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
不
可
侵
問
題
を
め
ぐ
っ
て
強
硬
な
姿
勢
を
貫
い
た
こ
と
だ
と
分
析
す
る(

T
rach

te
n

b
e

rg
,

op
.

cit.,
p

p
.
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3
4

4

�8.)

。

第
二
章

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
か
ら
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
へ

第
一
節

キ
ュ
ー
バ
危
機
と
「
ナ
ッ
ソ
ー
合
意
」

本
節
で
は
、
六
二
年
一
〇
月
の
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
経
て
、
米
国
が
「
拒
否
権
」
の
維
持
と
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
放
棄
を
決
定
し
た
こ
と

を
証
明
す
る
。
ソ
連
の
キ
ュ
ー
バ
へ
の
核
ミ
サ
イ
ル
搬
入
を
受
け
て
、
ト
ル
コ
に
あ
る
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
・
ジ
ュ
ピ
タ
ー
が
焦
眉
の
問
題
と

な
る
。
こ
の
危
機
で
米
国
政
府
は
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
委
譲
が
、
軍
事
衝
突
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
、
制
御
不
可
能
な
事
態

を
招
く
と
い
う
深
刻
な
現
実
に
直
面
し
た
。

六
一
年
末
に
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
米
国
の
「
拡
大
核
抑
止
」
の
公
約
を
「
再
保
証
」
す
る
狙
い
で
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
配
備
を
承
認
し

た
。

(

�)

ジ
ュ
ピ
タ
ー
は
翌
年
四
月
に
実
戦
配
備
さ
れ
る
が
、
そ
の
配
備
は
、
前
政
権
が
す
で
に
英
国
と
イ
タ
リ
ア
に
適
用
し
て
い
た
方

式
に
則
っ
て
い
た
。
こ
の
「
二
重
鍵
」
方
式
で
は
、
理
論
上
は
米
国
が
核
弾
頭
を
「
管
理
」
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
に
は
配

備
国
に
移
っ
て
い
た
。

(

�)

当
然
な
が
ら
、
米
国
の
関
与
を
引
き
出
す
た
め
の
核
ミ
サ
イ
ル
は
、
危
機
時
に
は
警
戒
態
勢
に
置
か
れ
る
の

で
、
偶
発
的
に
発
射
さ
れ
や
す
い
状
態
と
な
る
。

(

�)

そ
の
た
め
、
危
機
発
生
後
に
ケ
ネ
デ
ィ
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
キ
ュ
ー
バ
に
空
爆
を

行
え
ば
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
を
配
備
し
て
い
る
ト
ル
コ
の
米
軍
基
地
が
ソ
連
の
反
撃
を
受
け
て
、
核
戦
争
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
恐

怖
を
強
く
感
じ
た
。

以
上
の
恐
怖
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
、
ソ
連
が
攻
撃
兵
器
を
持
ち
込
ん
だ
動
機
が
ベ
ル
リ
ン
で
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
あ

る
と
解
釈
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
こ
の
動
機
に
鑑
み
て
、
キ
ュ
ー
バ
・
ト
ル
コ
間
で
ミ
サ
イ
ル
を
相
互
撤
去
す
る
「
取
引
」
を
行
え
ば
、
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西
欧
同
盟
の
信
頼
性
は
傷
つ
い
て
し
ま
う
。

(

�)

以
上
の
推
察
か
ら
国
防
長
官
は
、
二
七
日
に
ソ
連
側
が
提
案
し
た
「
取
引
」
を
一
蹴
し

た
上
で
、
キ
ュ
ー
バ
侵
攻
に
踏
み
切
る
決
意
を
披
歴
し
た
。
そ
の
際
に
彼
は
、
ソ
連
の
報
復
対
象
に
な
る
と
い
う
理
由
を
提
示
し
て
、

西
欧
同
盟
内
で
ト
ル
コ
の
ミ
サ
イ
ル
を
撤
去
す
る
同
意
を
取
り
付
け
る
よ
う
に
提
案
し
た
。

(

�)

つ
ま
り
、
紛
争
を
段、
階、
的、
に
制
御
す
る

と
い
う
同
盟
の
核
戦
略
を
遂
行
す
る
上
で
も
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
存
在
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
危
機
対
応
の
検
討
を
通
じ
て
判
明
し
た
の
は
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
が
、
危
機
時
に
全
面
核
戦
争
へ
の
急
速
な
拡
大
を
招
い

て
、「
再
保
証
」
の
効
果
を
相
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
六
二
年
一
〇
月
二
二
日
、
最
初
の
ト
ル
コ
側

要
員
が
発
射
場
に
配
属
さ
れ
た
、
正
に
そ
の
日
に
、
大
統
領
は
次
の
指
令
を
発
し
た
。「
ソ
連
の
攻
撃
を
受
け
て
も
発
射
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ト
ル
コ
の
ジ
ュ
ピ
タ
ー
・
ミ
サ
イ
ル
を
厳
重
に
管
理
す
る｣

。
よ
り
具
体
的
に
、
仮
に
ミ
サ
イ
ル
が
攻
撃
さ

れ
て
、
同
盟
国
の
手
に
渡
り
そ
う
に
な
っ
て
も
、「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
核
弾
頭
を
手
放
さ
な
い
」
よ
う
に
厳
命
し
た
。

(

�)

「
管
理
」
の
委
譲
の
危
険
性
を
実
感
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
機
後
に
ケ
ネ
デ
ィ
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
抜
本
的
な

再
検
討
に
乗
り
出
し
た
。
六
二
年
一
二
月
に
、
米
国
は
英
国
と
の
間
で
、
核
弾
頭
を
除
い
た
ポ
ラ
リ
ス
・
ミ
サ
イ
ル
の
売
却
に
合
意

し
た
。

(

�)

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
で
は
本
来
、
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
発
射
型
ミ
サ
イ
ル
は
「
多
角
的
」
に
運
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

大
統
領
と
国
防
長
官
は
、
英
国
政
府
と
の
協
議
の
席
で
直
接
、
こ
れ
ら
の
ミ
サ
イ
ル
を
英
国
の
「
国
家
的
管
理
」
の
も
と
に
置
く
こ

と
を
承
諾
し
た
。

(

�)

そ
の
後
の
経
過
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
ナ
ッ
ソ
ー
合
意
」
に
よ
っ
て
、
英
仏
の
核
戦
力
を
取
り
込
ん
で

西
独
核
武
装
を
抑
え
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
事
実
上
潰
え
た
と
い
え
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
と
は
矛
盾
す
る
政
策
を
承
認
し
た
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
に
し
て
き
た
「
拒
否
権
」

に
関
す
る
立
場
も
変
更
し
た
。
六
三
年
三
月
に
大
統
領
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
西
独
首
相
に
対
し
て
、
米
国
の
核
使
用
の
「
拒
否
権
」
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を
堅
持
す
る
旨
を
明
確
に
伝
え
た
。

(

�)

国
防
長
官
が
西
独
国
防
相
に
対
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
米
国
が
「
拒
否
権
」
を
持
つ
以
上
、
も

は
や
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
、
同
盟
諸
国
に
核
に
よ
る
防
衛
を
保
証
す
る
と
い
う
「
政
治
的
な
目
的
」
に
資
す
る
こ
と
は
な
い
。

(

�)

こ
う
し
た

点
を
踏
ま
え
て
大
統
領
は
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
委
譲
す
る
構
想
に
、
米
国
の
「
拒
否
権
」
が
付
く
と
分
か
れ
ば
、
も
は
や
同
盟

諸
国
は
魅
力
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
と
結
論
付
け
た
。

(

�)

以
上
、
大
統
領
と
国
防
長
官
の
両
人
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
断
念
し
て
、
英
国
だ
け
で
な
く
フ
ラ
ン
ス
の
独
自
核
保
有
も
事
実
上
承

認
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
西
ド
イ
ツ
の
そ
れ
だ
け
は
認
め
な
い
と
い
う
差
別
を
い
か
に
し
て
正
当
化
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

(

�)

第
二
節
「
前
方
防
衛
」
態
勢
の
形
成

本
節
で
は
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
境
に
国
防
長
官
が
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
前
節
で

検
討
し
た
よ
う
に
、
米
国
は
「
拒
否
権
」
を
保
持
す
る
旨
を
明
確
に
し
て
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
に
見
切
り
を
つ
け
た
。
そ
の
後
で
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
は
、「
前
方
防
衛
」
態
勢
の
構
築
を
進
め
る
中
で
、
核
兵
器
の
配
備
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
の
狙
い
は
、
西
ド
イ
ツ
に
核
防
衛
の

「
安
心
保
証
」
を
与
え
て
、
独
仏
提
携
に
楔
を
打
ち
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
。

六
三
年
一
月
に
独
仏
両
国
は
友
好
条
約
を
締
結
し
て
、
核
開
発
の
提
携
と
「
防
衛
共
同
体
」
の
創
設
に
つ
い
て
合
意
し
た
。

(

�)

米
国

側
か
ら
す
れ
ば
こ
の
「
独
仏
枢
軸
」
は
、
米
国
を
頂
点
と
す
る
西
欧
秩
序
構
想
に
対
す
る
、
重
大
な
挑
戦
で
あ
っ
た
。
米
仏
両
国
は
、

西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
「
政
治
的
」
側
面
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
で
協
力
す
る
余
地
を
残
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
米
国
の
「
拒
否
権
」
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
で
、
西
ド
イ
ツ
を
満
足
さ
せ
る
「
安
心
保
証
」
の
方
策
を
め
ぐ
っ
て
、
米
仏
両

国
の
争
い
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
米
国
政
府
は
、
西
ド
イ
ツ
が
米
国
か
ら
離
反
す
る
兆
候
と
み
な
し
て
、
こ
の｢

エ
リ
ゼ
条
約｣
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に
対
し
て
警
戒
感
を
強
め
た
。

独
仏
関
係
の
進
展
を
背
景
と
し
て
、
国
防
長
官
は
、「
共
同
防
衛
」
の
論
理
の
再
構
築
に
本
腰
を
入
れ
る
。
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
頓
挫

し
た
後
で
、
西
独
に
対
す
る
侵
略
を
米
国
が
攻
撃
さ
れ
た
に
等
し
い
よ
う
に
見
せ
る
防
衛
態
勢
を
整
え
て
、
西
ド
イ
ツ
に
「
安
心
保

証
」
を
提
供
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

(

�)

六
三
年
九
月
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
委
員
会
は
、「
柔
軟
反
応
」
の
戦
略
指
針
を
作
成
し
、

そ
の
一
環
と
し
て
「
前
方
防
衛
」
態
勢
の
強
化
を
勧
告
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
西
ド
イ
ツ
と
の
運
命
共
同
体
の
証
し
」
と
し
て
、

核
兵
器
を
装
備
し
た
米
軍
を
含
む
、
強
力
な
防
御
部
隊
を
、
特
に
西
ド
イ
ツ
の
東
部
国
境
沿
い
に
配
置
す
る
。

(

�)

そ
う
す
れ
ば
、「
死

活
的
利
益
」
と
目
さ
れ
る
場
所
へ
の
限
定
侵
攻
に
対
し
て
も
、
ソ
連
の
侵
略
性
を
明
る
み
に
出
し
て
、
敵
に
米
国
が
核
報
復
を
行
う

リ
ス
ク
を
よ
り
明
瞭
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、「
前
方
防
衛
」
態
勢
に
お
い
て
は
、
核
装
備
し
た
駐
西
独
米
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
、
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
安
心
を

供
与
す
る
上
で
、
中
核
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

(

�)

特
に
キ
ュ
ー
バ
危
機
後
に
、
米
国
は
、
こ
の

｢

政
治
的｣

側
面
を
一

層
強
調
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
、
国
防
長
官
は
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
・
ミ
サ
イ
ル
の
撤
去
が
ソ
連
と
の
秘
密
取
引
の
一
部

だ
と
す
る
解
釈
を
否
定
し
た
上
で
、
同
盟
国
領
内
に
戦
術
・
戦
域
核
兵
器
の
「
持
ち
込
み
」
を
行
う
と
発
表
し
た
。
そ
の
結
果
、
ソ

連
の
「
軍
事
的｣

脅
威
が
相
対
的
に
低
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
七
年
ま
で
に
七
〇
〇
〇
発
に
も
の
ぼ
る
大
量
の
核
兵
器
の
配

備
が
進
行
す
る
。

(

�)

配
備
の
特
徴
は
、
特
に
「
安
全
装
置
」
を
取
り
付
け
る
な
ど
、
従
来
の
「
二
重
鍵
」
方
式
よ
り
も
米
軍
に
よ
る
核

弾
頭
の
「
管
理
」
を
徹
底
し
て
、
偶
発
的
な
発
射
を
防
ご
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

(

�)

米
国
は
「
核
管
理
」
を
強
化
し
た
上
で
、
六
四
年
に
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
六
ヵ
国
と
二
国
間
協
定
を
締
結
し
て
、
配
備
国

に
も
運
搬
手
段
の
保
持
を
認
め
た
。
具
体
的
に
は
、
戦、
時、
に
な
る
と
、
米
国
の
核
弾
頭
の
「
管
理
」
が
移
譲
さ
れ
て
、
西
ド
イ
ツ
も
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運
搬
手
段
で
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

(

�)

こ
の
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
は
、
西
ド
イ
ツ
に
核
防
衛
の
保
証
を
与
え
る
と
い
う
点

で
、
フ
ラ
ン
ス
の
独
自
核
武
装
論
よ
り
も
説
得
力
が
あ
り
、
そ
の
限
界
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
ド
ゴ
ー
ル
は
、
米

本
土
が
攻
撃
さ
れ
な
い
限
り
米
国
が
核
兵
器
を
使
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
自
ら
の
論
理
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス

が
核
使
用
す
る
意
志
が
な
い
と
い
う
弱
点
も
曝
け
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
か
ら
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
に
移
行
し
た
過
程
を
見
て
き
た
が
、
米
国
は
ソ
連
に
対
し
て
も
、
発
射
の

｢

拒

否
権｣

を
譲
ら
な
い
と
い
う
確
約
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
米
政
権
内
部
で
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を
放
棄
し
て
、
ソ
連
と
の
核

不
拡
散
交
渉
を
優
先
す
る
可
能
性
が
検
討
さ
れ
始
め
た
。

(

�)

具
体
的
に
進
展
を
み
た
の
が
、
六
三
年
八
月
に
米
英
ソ
三
国
が
署
名
し
た

部
分
的
核
実
験
禁
止
条
約
で
あ
り
、
こ
こ
で
二
つ
の
成
果
が
生
ま
れ
る
。
第
一
に
、
地
下
以
外
の
核
実
験
が
禁
じ
ら
れ
て
、
西
ド
イ

ツ
が
核
保
有
国
入
り
す
る
道
は
狭
め
ら
れ
た
。
第
二
に
、
米
ソ
両
政
府
は
両
国
主
導
の
も
と
で
、
特
に
ド
イ
ツ
を
対
象
と
す
る
多
国

間
の
核
不
拡
散
条
約
の
締
結
に
向
け
た
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。

(

�)

本
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
後
、
核
不
拡
散
条
約
の
中
で

｢

核
持
ち
込
み｣

を
許
容
す
る
と
い
う
�
原
型
�
が
形

作
ら
れ
た
。
次
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
米
ソ
交
渉
で
は
、
ソ
連
に
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
を
認
め
さ
せ
て
、
核
装
備
し
た
米

軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
中
欧
の
現
状
維
持
に
関
す
る
了
解
を
形
成
す
る
こ
と
が
焦
点
と
な
る
。

(

�)
N

ash
,

P
h

ilip
,

T
h

e
O

th
er

M
issiles

of
O

ctob
er:

E
isen

h
ow

er,
K

en
n

ed
y,

a
n

d
th

e
Ju

p
iters

1
9

5
7

	19
6

3
,

C
h

ap
e

l
H

ill,
N

o
rth

C
aro

lin
a
:

U
n

iv
e

rsity
o

f
N

o
rth

C
aro

lin
a

P
re

ss,
1

9
9

7
.

ナ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
主
要
な

要
因
が
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
実
戦
配
備
と
同
じ
四
月
に
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
キ
ュ
ー
バ
へ
の
核
ミ
サ
イ

ル
の
持
ち
込
み
を
決
定
し
た
。
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(

�)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p
.

1
9

3

�

2
0

0
.

五
八
年
二
月
に
米
英
両
国
は
、
米
国
の
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
を
英
国
内
に
配
備
し
て
、
そ
の
所
有
権
を

英
国
に
移
管
す
る
こ
と
、
ま
た
核
弾
頭
の
「
管
理
」
は
米
国
が
行
う
こ
と
を
取
り
決
め
た
。「
二
重
鍵
」
方
式
で
は
、
米
国
人
司
令
官
と

配
備
国
の
司
令
官
の
許
可
が
あ
っ
て
初
め
て
、
核
が
発
射
さ
れ
る
（
金
子
譲
『
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
北
大
西
洋
条
約
機
構
の
研
究
』
彩
流
社
、
二
〇

〇
八
年
、
一
一
六

－

八
、
一
二
〇

－

二
頁)

。

(

�)

ち
な
み
に
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
戦
闘
を
全
面
核
戦
争
に
す
る
「
導
火
線
」
と
し
て
、
西
欧
に

核
戦
力
を
配
備
し
た
。

(

�)

米
国
政
府
が
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
と
関
連
付
け
て
捉
え
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
を
参
照
。
拙
稿
「｢

拡
大

核
抑
止
」
の
再
検
討

マ
ク
ナ
マ
ラ
の
「
先
行
不
使
用
」
論
を
中
心
に
」『

法
と
政
治』

（
二
〇
一
三
年
一
一
月)

。

(

�)
M

ay
,

E
rn

e
st

R
.

an
d

P
h

ilip
D

.
Z

e
lik

o
w

,
T

h
e

K
en

n
ed

y
T

a
p

es,
C

am
b

rid
g
e
:

H
arv

ard
U

n
iv

e
rsity

P
re

ss,
p

p
.

5
7

6

�9.

(

�)
B

u
rr,

W
illiam

,
“
C

u
b

an
M

issile
C

risis
D

ay
b

y
D

ay
:

F
ro

m
th

e
P

e
n

tag
o

n
’s

“
S

e
n

sitiv
e

R
e

co
rd

s”
,”

N
a

tion
a

l
S

ecu
rity

A
rch

ive

E
lectron

ic
B

riefin
g

B
ook

N
o
.

3
9

8
(

O
cto

b
e

r
1

9
,

2
0

1
2
).

(

�)

ス
カ
イ
ボ
ル
ト
・
空
中
発
射
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
提
供
を
取
り
止
め
る
代
わ
り
に
、
ポ
ラ
リ
ス
の
提
供
が
決
ま
っ
た
。

(

	)
F

R
U

S
,

1
9

6
1

�63
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
4

0
1
.

た
だ
し
、
共
同
声
明
で
は
、
英
国
は
「
自
国
の
最
高
の
国
益
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
判
断

す
る
場
合
」
を
除
い
て
は
、
核
戦
力
を
「
西
欧
同
盟
の
国
際
的
な
防
衛
目
的
に
使
用
す
る
」
と
記
さ
れ
た(

D
ep

a
rtm

en
t

of
S

ta
te

B
u

lletin
,

v
o

l.
8
,

n
o
.

1
2

2
9
(

Jan
u

ary
1

4
,

1
9

6
3)

,
p
.

4
4
.)

。
(


)
F

R
U

S
,

1
9

6
1

�

6
3

,
v

o
l.

1
3
,

d
o

c.
1

8
5
.

(

�)
T

rach
te

n
b
e

rg
,

op
.

cit.,
p
.

3
5

9
,

3
6

3
;

T
h

e
M

cN
a

m
a

ra
A

scen
d

a
n

cy,
p
.

4
2

0
.

ま
た
、
す
で
に
保
有
し
て
い
る
核
戦
力
で
ソ
連
の

標
的
を
破
壊
で
き
る
の
で
、「
多
角
的
核
戦
力
」
は
「
軍
事
的
な
目
的
」
に
も
資
さ
な
い
と
い
う
。

(

�)
F

R
U

S
,

1
9

6
1
-6

3
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
1

7
3
.

ケ
ネ
デ
ィ
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
自
体
の
価
値
に
つ
い
て
懐
疑
的
に
な
っ
た(

Ib
id

.,
d

o
c.

6
9
,

1
3

0
,

1
7

4
.)

。

(

)

先
行
研
究
で
は
、「
ナ
ッ
ソ
ー
合
意
」
後
も
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
は
米
国
政
府
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
金
子
、
前
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掲
書
、
一
五
六

－

七
頁
。
川
嶋
、
前
掲
書
、
九
一

－

二
頁
。
青
野
利
彦
『｢

危
機
の
年
」
の
冷
戦
と
同
盟
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
、
一

九
五

－

六
頁
。
山
本
健
太
郎
『
ド
ゴ
ー
ル
の
核
政
策
と
同
盟
戦
略
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
第
二
章)

。

(
�)
川
嶋
、
前
掲
書
、
第
四
章
。
ド
ゴ
ー
ル
は
、
米
国
が
「
拒
否
権
」
を
放
棄
す
る
気
が
な
い
と
理
解
し
た
時
点
よ
り
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
を

独
自
核
抑
止
力
と
は
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
（
同
上
、
八
〇

－

二
頁)

。

(

�)

マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
に
見
切
り
を
つ
け
た
後
直
ち
に
、
通
常
戦
力
を
基
調
と
す
る
「
柔
軟
反
応
」
戦
略
の
論
理
に
舵
を
切
っ

た(
T

h
e

M
cN

a
m

a
ra

A
scen

d
a

n
cy,

p
p
.

4
0

2

�4.)

。

(

�)
S

tro
m

se
th

,
J.

E
.,

T
h

e
O

rigin
s

of
F

lexib
le

R
esp

on
se

:
N

A
T

O
’s

D
eb

a
te

over
S

tra
tegy

in
th

e
1

9
6

0
s,

N
e

w
Y

o
rk

:
S

t.
M

artin
’s

P
re

ss,
1

9
8

8
,

p
p
.

5
2

�5.
金
子
、
前
掲
書
、
一
四
〇

－

六
頁
。
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
新
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｕ
Ｒ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
東
部
国
境
地
域
へ

と
防
衛
ラ
イ
ン
を
前
進
さ
せ
る
意
向
を
表
明
し
て
、
こ
れ
に
伴
い
、
西
ド
イ
ツ
の
兵
員
数
も
増
大
さ
せ
た
。

(

�)

ス
ナ
イ
ダ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
西
側
の
強
力
な
防
御
部
隊
は
、「
ソ
連
に
大
部
隊
投
入
を
強
要
し
、
相
当
大
き
な
代
価
を
払
う
用

意
の
あ
る
こ
と
を
示
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
重
要
な
目
標
を
暴
露
さ
せ
る｣

（
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
グ
レ
ン
・
Ｈ
「
拒
否
と
懲
罰
に
よ
る
抑
止
力
」

高
坂
正
堯
・
桃
井
真
編
『
多
極
化
時
代
の
戦
略』

（
上
）
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
五
四

－

九
頁)

。

(

�)

「
柔
軟
反
応
」
戦
略
が
採
用
さ
れ
た
要
因
は
、「
戦
略
的
合
理
性
」
よ
り
も

｢

安
心
保
証｣

に
あ
っ
た
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
以

下
を
参
照
。
中
西
輝
政
「
拡
大
抑
止

歴
史
的
変
遷
と
そ
の
本
質
」
佐
藤
誠
三
郎
編
『
東
西
関
係
の
戦
略
論
的
分
析』

（
日
本
国
際
問

題
研
究
所
、
一
九
九
二
年)

。G
av

in
,

F
ran

cis
J.,

“
T

h
e

M
y

th
o

f
F

le
x

ib
le

R
e

sp
o

n
se

:
U

n
ite

d
S

tate
s

S
trate

g
y

in
E

u
ro

p
e

d
u

rin
g

th
e

1
9

6
0

s,”
T

h
e

In
tern

a
tion

a
l

H
istory

R
eview

,
2

3
:

4
(

D
e

ce
m

b
e

r,
2

0
0

1)
,
<

h
ttp

://w
w

w
.u

te
x

as.e
d

u
/lb

j/facu
lty

/g
av

in
/article

s/in
d

e
x
.

h
tm

l>
,

p
p
.

1
5

�

6
.

(

�)

カ
ウ
フ
マ
ン

’
ウ
イ
リ
ア
ム
『
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
戦
略
理
論
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
六
八
年
、
二
六
一

－

二
頁
。S

tro
m

se
th

,
op

.
cit.,

p
.

5
6
,

1
8

2
.

ケ
ネ
デ
ィ
に
関
し
て
言
え
ば
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
が
ミ
サ
イ
ル
「
取
引
」
で
収
束
し
た
と
見
て
、
六
三
年
四
月
二
五
日
に
ト
ル

コ
の
ミ
サ
イ
ル
の
撤
去
を
完
了
さ
せ
て
い
た
。

(

	)

金
子
、
前
掲
書
、
一
四
三

－

四
頁
。
英
国
や
イ
タ
リ
ア
で
は
、
配
備
国
が
保
有
す
る
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
に
、
常、
時、
核
弾
頭
が
搭
載
さ
れ
て
い
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た
（
太
田
昌
克
「
戦
術
核
と
拡
大
抑
止

ア
メ
リ
カ
冷
戦
戦
略
の
「
源
流
」
か
ら｣

『
国
際
安
全
保
障
』
第
四
〇
巻
第
四
号
（
二
〇
一

三
年
三
月)

、
二
七

－

八
頁)

。

(
�)

“
A

p
p

e
n

d
ix

1
:

P
ro

p
o

se
d

A
g

re
e

m
e

n
t

B
e
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e
n

th
e

P
artie

s
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th
e

N
o
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A
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T
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r
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o
o

p
e

ratio
n
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g
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g

A
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m
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n
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d
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p
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g
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m

e
n
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A
greem

en
t
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tion

w
ith

N
A

T
O

for
m

u
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a
l

d
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se
p
u
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oses

:

H
ea

rin
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b
efore

th
e

S
u

b
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m
ittee
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A

greem
en
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for

C
oop
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tion

of
th

e
Join

t
C

om
m

ittee
on

A
tom

ic
E

n
ergy,

C
o

n
g

re
ss

o
f

th
e

U
n

ite
d

S
tate

s,
E

ig
h

ty
-e

ig
h

th
C

o
n

g
re

ss,
se

co
n

d
se

ssio
n
,

o
n

p
ro

p
o

se
d

n
e

w
ag

re
e

m
e

n
t

fo
r

co
o

p
e

ratio
n

b
e

tw
e
e

n
th

e
U

n
ite

d

S
tate

s
an

d
N

A
T

O
fo

r
m

u
tu

al
d
e

fe
n

se
p

u
rp

o
se

s
(

Ju
ly

3
0

an
d

A
u

g
u

st
1

8
,

1
9

6
4)

.

具
体
的
に
言
え
ば
、
核
弾
頭
と
運
搬
手
段
に
関

す
る
訓
練
や
情
報
の
共
有
等
、
米
英
間
と
同
様
の
協
力
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

(

�)

川
嶋
、
前
掲
書
、
一
三
一

－

四
頁
。
六
三
年
一
〇
月
に
就
任
し
た
エ
ア
ハ
ル
ト
西
独
首
相
は
、
対
米
関
係
を
重
視
す
る
路
線
を
鮮
明

に
し
て
、
米
国
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
と
信
頼
を
表
明
す
る
。
他
方
で
ド
ゴ
ー
ル
は
、「
前
方
防
衛
」
態
勢
か
ら
距
離
を
置
き
、
大
西
洋

連
合
軍
最
高
司
令
官
か
ら
の
仏
海
軍
撤
退
を
米
国
に
通
知
す
る
。

(

�)

青
野
、
前
掲
書
、
一
九
九

－
二
〇
〇
頁
、
第
七
章
。
例
え
ば
、
部
分
的
核
実
験
禁
止
条
約
の
交
渉
時
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
ソ
連
側
に
対

し
て
、
中
国
核
開
発
問
題
に
お
け
る
協
力
を
条
件
と
し
て
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
廃
棄
に
も
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
ソ
連
側
は
、
多
国
間
の
核

不
拡
散
条
約
の
条
件
と
し
て
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
廃
棄
を
求
め
る
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

(

�)

当
時
地
下
核
実
験
は
、
米
ソ
以
外
に
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
り
、
核
保
有
を
目
指
そ
う
と
す
る
国
は
、
最
初
に
大
気
圏
内
で
核
実
験

を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
共
通
理
解
に
基
づ
い
て
、
米
ソ
両
国
は
、
核
不
拡
散
条
約
交
渉
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
（
黒
澤

満
『
現
代
軍
縮
国
際
法
』
西
村
書
店
、
一
九
八
六
年
、
五
六

－

七
二
頁)

。
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第
三
章
「
戦
略
協
議
」
方
式
の
論
理

第
一
節
「
事
前
協
議
」
制
度
と

｢

参
戦
権｣

の
問
題

本
章
で
は
、「
戦
略
協
議
」
方
式
の
論
理
で
、「
ド
イ
ツ
問
題
」
に
関
す
る
米
ソ
了
解
が
成
立
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。「
核
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
」
に
従
え
ば
、
米
国
が
「
戦
時
」
の
決
定
を
下
さ
な
い
限
り
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
が
配
備
国
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
米
国
の
狙
い
は
、「
事
前
協
議
」
制
度
を
設
け
て
「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
維
持
す
る
と
見
せ
か
け
て
、
ソ
連
と
の

核
不
拡
散
条
約
交
渉
に
向
け
て
同
盟
内
部
で

｢

参
戦
権｣

の
独
占
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

六
四
年
一
二
月
一
七
日
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
「
核
不
拡
散
」
と
は
齟
齬
す
る
と
結
論
付
け
て
、
そ
の
実
現

に
米
国
が
主
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
放
棄
す
る
方
針
を
承
認
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
、「
大
西
洋
の
集
団
的
核
戦
力
が
い
か
な

る
形
に
な
ろ
う
と
も
、
核
兵
器
を
発
射
す
る
に
は
米
国
の
承
認
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
権
を
保
持
す
る｣

、
と
明

記
さ
れ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
そ
の
数
日
前
に
開
催
さ
れ
た
米
英
首
脳
会
談
で
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
核
兵
器
の
「
拒

否
権
」
を
他
国
に
譲
渡
す
る
意
思
が
な
い
点
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

大
統
領
の
決
定
を
受
け
て
、
国
防
長
官
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
に
代
わ
る
同
盟
内
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
の
進
展
を
図
ろ
う
と
す
る
。

そ
れ
が
、
二
国
間
の
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
を
土
台
と
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
「
戦
略
協
議
」
方
式
に
ま
で
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
核
兵
器
の

｢

管
理｣

を
持
つ
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
駐
留
米
軍
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
次

に
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
同
盟
諸
国
が
発
射
の
決
定
に
関
与
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

米
国
が
核
使
用
を
決
定
し
て
「
管
理
」
を
移
譲
す
る
前
に
、「
時
間
と
状
況
が
許
す
限
り
」
に
お
い
て
、
同
盟
諸
国
と
「
事
前
協
議
」
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を
行
う
こ
と
が
議
題
に
の
ぼ
る
。

(

�)

そ
し
て
、｢

事
前
協
議
」
を
行
う
協
議
体
は
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
で
「
拒
否
権
」
を
有
す
る
こ

と
に
な
っ
た
配
備
国
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
防
長
官
は
ま
ず
、
こ
の
「
戦
略
協
議
」
方
式
の
枠
組
み
に
西
ド

イ
ツ
を
組
み
込
ん
で
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
内
の
核
使
用
決
定
過
程
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

「
戦
略
協
議
」
の
組
織
化
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
六
五
年
五
月
末
に
国
防
長
官
は
、
四
、
五
ヵ
国
か
ら
構
成
さ
れ
る

「
選
抜
委
員
会
」
の
設
立
を
提
案
し
た
。
こ
の
「
戦
略
協
議
」
の
目
的
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
米
国

の
「
核
戦
力
の
使
用
計
画
の
策
定
に
お
け
る
、
同
盟
国
の
参
画
を
改
善
、
拡
大
」
す
る
。
第
二
に
、「
核
戦
力
の
使
用
が
考
慮
さ
れ

る
危
機
時
に
、
同
盟
内
で
事
前
協
議
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
」
す
る
。

(

�)

以
後
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
特
に
、
西
欧
に
配
備
さ

れ
た
非
戦
略
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、｢

事
前
協
議
」
に
関
す
る
指
針
と
手
続
き
の
作
成
に
取
り
組
む
。
要
す

る
に
、「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
維
持
す
る
べ
く
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
組
織
改
編
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

か
く
の
如
く
、
確
か
に
米
国
は
、
ソ
連
と
の
核
不
拡
散
条
約
交
渉
に
臨
む
前
に
、
西
ド
イ
ツ
に

｢

安
心
保
証｣

を
供
与
し
て
、
西

側
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
に
腐
心
し
た
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
六
五
年
末
に
米
国
と
西
独
の
両
首
脳
は
、
西
ド
イ
ツ

が
核
防
衛
に
お
い
て
「
適
切
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

(

�)

そ
れ
で
も
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
語
っ
た
よ
う
に
、
次

の
点
こ
そ
が
「
戦
略
協
議
」
の
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
と
は
、「
核
の
引
き
金
に
指
を
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
西
ド
イ

ツ
が
話
す
」
の
を
止
め
さ
せ
て
、「
誰
の
指
で
、
い
つ
押
す
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

以
下
で
説
明
す
る

よ
う
に
、
こ
の
「
ド
イ
ツ
問
題
」
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
論
理
で
ソ
連
と
の
政、
治、
的、
了
解
の
形
成
を

目
指
し
た
点
に
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
に
従
え
ば
、「
全
面
戦
争
」
が
宣
告
さ
れ
た
場
合
に
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
が
配
備
国
に
移
譲
さ
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
米
国
が
「
戦
時
」
の
判
断
を
下
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
は
核
弾
頭
の
提
供
を
受
け
て
、
そ

れ
を
爆
撃
機
に
搭
載
し
て
離
陸
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
い
つ
「
戦
時
」
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
米
大

統
領
の
み
が
決
定
の
権
限
を
握
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
本
質
を
捉
え
て
、
国
防
長
官
は
「
ド
イ
ツ
問
題
」

で
、
ソ
連
と
の
妥
協
が
成
立
し
う
る
と
み
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

核
不
拡
散
条
約
第
一
条
の
合
意

本
節
で
は
、
核
不
拡
散
条
約
交
渉
時
に
米
ソ
両
国
が
、
同
盟
内
で
開
戦
の
決
定
権
を
握
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
非
核
化
の
了
解
に
達

し
た
経
緯
を
証
明
す
る
。｢

核
不
拡
散
」
交
渉
に
お
い
て
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
問
題
が
米
ソ
対
立
の
争
点
と
な
る
。
米
国
は
、「
核

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
論
理
に
従
っ
て
、
ソ
連
と
の
間
で
不
戦
の
了
解
を
形
成
す
る
。
そ
の
一
方
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
�
ソ
連
の
脅
威
�

を
想
定
し
て
、
核
使
用
の
最
終
決
定
権
を
米
国
に
集
中
さ
せ
た
。

六
五
年
度
に
一
八
ヵ
国
軍
縮
委
員
会
で
、
核
不
拡
散
条
約
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
根
本
的
な
問
題
は
、
第
一
条
で
「
核
拡
散
」
と

は
何
か
に
つ
い
て
定
義
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、「
管
理
」
の
移
譲
が
「
核
拡
散
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
る
。

以
下
で
見
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
が
原
因
で
、
交
渉
は
紛
糾
し
て
い
た
。

六
五
年
八
月
と
六
六
年
三
月
の
米
国
案
第
一
条
で
は
、
核
兵
器
国
が
「
拒
否
権
」
を
持
つ
限
り
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
移
譲
の

問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
米
国
の
核
弾
頭
を
配
備
国
に
提
供
し
て
、
彼
ら
が
そ
れ
を
運
搬
手
段

で
運
用
す
る
取
決
め
は
、
条
約
で
禁
止
さ
れ
る
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
連
側
の
条
約
案
で

は
、「
核
兵
器
の
所
有
、
管
理
又
は
使
用
へ
の
参
加
の
権
利
」
を
与
え
る
こ
と
も
「
核
拡
散
」
に
当
た
り
、
禁
止
の
対
象
と
さ
れ
て
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い
た
。

(

�)

米
国
案
と
ソ
連
案
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
通
り
、
米
国
は
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
に
移
行
し
た
が
、
ソ
連
は
決
し
て
そ
れ

を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
六
年
六
月
に
国
防
長
官
は
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
に
対
し
て
、「
核
不
拡
散
」
に
関
す
る
米
国
政
府
の
立
場
の
再
考
と
第
一
条
の

修
正
案
を
提
案
し
た
。
修
正
案
の
骨
子
は
、
米
国
の
「
核
兵
器
の
拒
否
権
を
明
確
に
す
る
」
た
め
に
、
同
盟
国
に
対
す
る
「
核
兵
器

の
管、
理、
」
の
移
譲
を
禁
止
す
る
と
明
記
し
た
点
に
あ
る
〔
傍
点

筆
者]

。

(

�)

要
す
る
に
、
西
欧
に
配
備
し
た
核
兵
器
の
「
管
理
」

を
配
備
国
に
移
譲
す
る
こ
と
は
、
核
不
拡
散
条
約
に
反
す
る
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
米
国
が
「
平
時
」
に
核

兵
器
を
「
管
理
」
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
運
搬
手
段
の
保
有
と
「
戦
略
協
議
」
へ
の
参
加
も
禁
止
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
核
不
拡
散
条
約
の
中
で
「
戦
略
協
議
」
方
式
を
認
め
さ
せ
る
修
正
案
を
提
起
し
た
。
そ
の
修
正

案
は
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
米
国
が
「
戦
時
」
の
決
定
権
を
握
る
限
り
、
核
兵
器
の

「
管
理
」
は
移
譲
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
事
前
通
告
な
し
に
条
約
か
ら

の
脱
退
も
可
能
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
は
核
不
拡
散
条
約
と
は
「
矛
盾
し
な
い
」
と
い
う
議
論
が
成
り

立
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

要
す
る
に
、
各
同
盟
内
で
「
参
戦
権
」
を
独
占
す
る
�
密
約
�
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ド
イ
ツ
問
題
」

を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
ラ
ス
ク
国
務
長
官
は
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
修
正
案
を
も
っ
て
、
六
六
年
九
月
二
四
日
に
ソ
連
側
と
の
協
議
に
あ
た
っ
た
。

(

�)

会

談
の
席
で
ラ
ス
ク
は
、
同
盟
内
で
核
を
発
射
す
る
権
限
を
米
国
が
完
全
に
掌
握
し
て
お
り
、
こ
の
「
管
理
」
を
手
放
す
意
図
は
な
い

と
伝
達
し
た
。
こ
の
核
兵
器
の
「
管
理
」
が
移
譲
さ
れ
て
核
不
拡
散
条
約
が
無
効
に
な
る
の
は
、「
戦
時
」
の
判
断
が
な
さ
れ
た
後

だ
と
い
う
点
を
強
調
し
た
。
確
か
に
同
盟
の
本
旨
に
照
ら
し
て
、
同
盟
諸
国
に
対
し
て
こ
の
決
定
に
関
与
で
き
な
い
と
は
言
え
な
い

法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)

論

説

1264

二
六



が
、
そ
れ
で
も
、｢

参
戦
を
決
定
す
る
権
限
は
米
大
統
領
の
み
が
有
し
て
い
る｣

。
さ
ら
に
、
同
盟
内
で
核
兵
器
を
発
射
す
る
最
終
決

定
権
を
独
占
す
る
仕
組
み
は
、
東
側
も
同
様
だ
と
考
え
て
い
る
と
述
べ
て
、
直
截
的
に
同
意
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

(

�)
結
局
、
一
〇
月
一
〇
日
の
首
脳
会
談
に
は
大
統
領
も
参
加
し
て
、
米
ソ
両
国
間
で
正
式
に
、
ド
イ
ツ
に
核
の
発
射
権
を
渡
さ
な
い

と
す
る
合
意
が
成
立
し
た
。

(

�)

こ
の
場
に
お
い
て
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
形
で
、
核
不
拡
散
条
約
の
最
大
の
障
害
が
取

り
除
か
れ
た
。
ソ
連
側
は
、
西
欧
に
戦
術
核
兵
器
を
「
配
備
」
す
る
こ
と
と
、
そ
の
運
用
を
協
議
す
る
「
戦
略
協
議
」
制
度
に
西
ド

イ
ツ
が
参
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
暗
黙
の
同
意
を
与
え
た
。

(

�)

こ
の
了
解
を
基
礎
と
し
て
、
同
年
一
二
月
に
米
ソ
共
同
作
業
グ
ル
ー

プ
は
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
移
譲
を
禁
じ
た
第
一
条
の
「
暫
定
合
意
」
に
達
し
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
米
ソ
が

｢

参
戦
権｣

を
掌
握

す
る

�密
約
�
の
形
成
と
同
時
に
、
ソ
連
も
、
米
軍
の
駐
留
で
西
独
核
武
装
を
阻
止
す
る
と
い
う
方
式
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
暫
定
合
意
」
成
立
後
の
一
二
月
一
四
日
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
全
て
の
加
盟
国
が
核
防
衛
協
議
に
参
与
す
る
常
設
組

織
、「
核
計
画
グ
ル
ー
プ｣

（
Ｎ
Ｐ
Ｇ
）
の
創
設
で
合
意
し
た
。

(

�)

国
防
長
官
は
Ｎ
Ｐ
Ｇ
を
、
抑
止
崩
壊
後
の
対
応
を
詳
細
に
規
定
す
る

こ
と
を
避
け
な
が
ら
、
米
国
の
核
戦
力
に
関
す
る
情
報
や
使
用
指
針
等
に
つ
い
て
、
同
盟
諸
国
を
「
教
育
」
す
る
場
と
し
て
考
え

た
。

(

	)

特
に
、
六
六
年
三
月
の
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
機
構
離
脱
通
告
を
期
に
、
同
盟
内
の

｢

統
制｣

が
急
務
と
な
る
。
そ
う
し
た
課
題
を

念
頭
に
置
い
て
、
対
ソ
共
同
防
衛
と
い
う
「
共
通
の
目
標
」
を
設
定
し
て
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
「
感
覚
を
創
出

す
る
こ
と
が
重
要
」
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
、
先
の
Ｎ
Ｐ
Ｇ
創
設
に
あ
た
っ
て
遂
に
、
米
大
統
領
に

核
使
用
の
最
終
決
定
を
委
ね
る
と
い
う
原
則
が
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

)

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
以
降
、
西
ド
イ
ツ
核
武
装
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、｢

誰
が
発
射
の
権
限
を
持
つ
か｣

が
焦
点
と
な
っ
て
き
た
。
米
国
は
、

「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の
論
理
に
従
っ
て
、｢

拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
よ
り
も
、
米
ソ
不
戦
の
「
共
通
利
益
」
を
重
視
し
た
。
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本
章
で
検
討
し
た
通
り
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
問
題
は
、
核
不
拡
散
条
約
の
成
立
で
完
結
し
た
と
い
え
る
。

(
�)

F
R

U
S

,
1

9
6

4

�68
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
6

5
.

中
国
の
核
実
験
を
受
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
ギ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
報
告
」
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が

核
不
拡
散
交
渉
と
は
矛
盾
す
る
と
結
論
付
け
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
決
定
に
影
響
を
与
え
た(

B
ran

d
s,

H
al,

“
P

ro
g

re
ss

U
n

se
e

n
:

U
.

S
.

A
rm

s
C

o
n

tro
l

P
o

licy
an

d
th

e
O

rig
in

s
o

f
�
�
��
�
��

,
1

9
6

3

�19
6

8
,”

D
ip

lom
a

tic
H

istory,
3

0
(A

p
ril,

2
0

0
6
),

p
p
.

2
6

4

�8.)

。

(

�)
Ib

id
.,

d
o

c.
6

0
.

英
国
政
府
は
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
が
、
西
独
が

｢

核
の
ボ
タ
ン｣

に
指
を
か
け
る
こ
と
に
対
す
る
ソ
連
の
不
安
を
高
め
る

点
を
憂
慮
し
て
、
多
国
籍
戦
力
と
し
て
「
大
西
洋
核
戦
力
」
構
想
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
ナ
ッ
ソ
ー
合
意
」
の
「
国
家
的
管
理
」
を

再
確
認
し
て
、
混
合
乗
員
制
の
洋
上
艦
隊
と
い
う
「
多
角
的
核
戦
力
」
の
放
棄
を
米
国
に
突
き
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
（
芝
崎
祐
典
「
多

角
的
核
戦
力
（
Ｍ
Ｌ
Ｆ
）
構
想
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
外
交
政
策
、
一
九
六
四
年
」
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

�)

実
際
に
、
ナ
ッ
ソ
ー
に
お
け
る
米
英
会
談
で
、
米
国
か
ら
購
入
し
た
ポ
ラ
リ
ス
・
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
際
に
、

「
事
前
協
議
」
制
度
の
構
築
が
主
要
な
政
治
目
標
と
な
っ
た
（
シ
ン
プ
ソ
ン

’
ジ
ョ
ン
「｢

前
向
き
」
な
核
兵
器
国

戦
略
的
不
確
実

性
の
中
の
英
国
と
核
兵
器
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所

｢

主
要
国
の
核
政
策
と
二
一
世
紀
の
国
際
秩
序｣

（
平
成
二
一
年
度
安
全
保
障
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム)

、
一
二
七

－
八
頁)

。

(

�)

Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
崩
壊
後
の
焦
点
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
内
の
核
使
用
決
定
過
程
を
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た(

K
o

tch
,

Jo
h

n
B

.,
“

N
A

T
O

N
u

cle
ar

arran
g
e

m
e

n
ts

in
th

e
A

fte
rm

ath
o

f
th

e
M

L
F

:
P

e
rsp

e
ctiv

e
s

o
n

a
C

o
n

tin
u

in
g

D
ile

m
m

a,”
A

ir
U

n
iversity

R
eview

,
1

8
:

3

(
M

ar-A
p

r,
1

9
6

7))

。

(

�)
F

R
U

S
,

1
9

6
4
-6

8
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
8

7
.

新
垣
、
前
掲
論
文
、
七
三
頁
。

(

�)

有
江
浩
一
「
ア
メ
リ
カ
の
対
西
ド
イ
ツ
拡
大
抑
止
と
「
核
構
想
共
有｣｣

『
海
外
事
情
』
第
五
七
巻
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
一
〇

月)

、
八
六

－

八
頁
。「
選
抜
委
員
会
」
案
の
具
体
化
と
し
て
、
六
五
年
一
一
月
に
、
国
防
相
特
別
委
員
会
の
中
に
、「
核
計
画
作
業
グ
ル
ー

プ
」
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
英
国
、
西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ト
ル
コ
な
ど
の
配
備
国
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

(

	)
P

u
b

lic
P

a
p

ers
of

th
e

P
resid

en
ts

of
th

e
U

n
ited

S
ta

tes,
L

yn
d

on
B

.
Joh

n
son

:
1

9
6

5
,

p
p
.

1
1

6
5

�7.

エ
ア
ハ
ル
ト
首
相
は
、「
核
不
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拡
散
条
約
へ
の
合
意
は
、
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
合
意
を
前
提
と
す
る
」
と
述
べ
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
念
を
押
し
た

(
F

R
U

S
,

1
9

6
4

�68
,

v
o

l.
1

3
,

d
o

c.
1

1
9
.)

。

(
�)

S
ch

w
artz,

op
.

cit.,
p
.

1
8

1
,

1
8

3
.

(

�)
黒
澤
満
『
軍
縮
国
際
法
の
新
し
い
視
座
』
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
六
年
、
四
八

－

五
三
頁
。
確
か
に
、「
核
兵
器
を
非
核
兵
器
国

の
国
家
的
管
理
へ
、
又
は
非
核
兵
器
国
に
よ
る
連
合
の
管
理
へ
移
譲
し
な
い
こ
と
」
と
は
記
さ
れ
て
い
た
が
、「
核
兵
器
の
管
理
」
に
つ

い
て
の
直
接
的
な
言
及
は
な
か
っ
た
。

(

�)

同
上
。

(

�)
F

R
U

S
,

1
9

6
4

�68
,

v
o

l.
1

1
,

d
o

c.
1

3
5
.

従
来
ラ
ス
ク
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
よ
う
な
「
集
団
的
核
戦
力
」
方
式
の
要
素
も
残
し
て
お
く

べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
（
新
垣
、
前
掲
論
文
、
七
五
頁)

。
米
国
の
条
約
案
の
起
草
過
程
と
米
ソ
交
渉
に
関
し
て
は
、
黒
崎
輝
「
ア
メ
リ

カ
外
交
と
核
不
拡
散
条
約
の
成
立｣
『
法
学
』
六
五
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月)

、
七
六

－

九
七
頁
も
参
照
。

(

�)
B

u
tch

e
r,

M
artin

,
N

ico
la

B
u

tle
r,

O
liv

e
r

M
e

ie
r,

O
tfrie

d
N

assau
e

r,
D

an
P

le
sch

,
G

e
o

rg
�
��
����	



��

an
d

S
te

p
h

e
n

Y
o

u
n

g
,

“
N

A
T

O
N

u
cle

ar
S

h
arin

g
an

d
th

e
N

P
T

:
Q

u
e

stio
n

s
to

B
e

A
n

sw
e

re
d
,”

B
e

rlin
In

fo
rm

atio
n
-C

e
n

te
r

fo
r

T
ran

satlan
tic

S
e

cu
rity

(
Ju

n
e
,

1
9

9
7)

.

(

�)

九
月
二
日
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
、
米
国
の
「
拒
否
権
」
が
修
正
案
で
明
確
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
務
長
官
に
指
示
を
出
し
て

い
る(

F
R

U
S

,
1

9
6

4

�68
,

v
o

l.
1

1
,

d
o

c.
1

4
6
.)

。
最
終
的
に
マ
ク
ナ
マ
ラ
の
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
軍
備
管
理
軍
縮
局
（
Ａ
Ｃ
Ｄ

Ａ
）
が
条
約
案
の
作
成
を
行
っ
た
。

(

	)
F

R
U

S
,

1
9

6
4

�

6
8

,
v

o
l.

1
1
,

d
o

c.
1

5
1

�

3
.

(


)
Ib

id
.,

d
o

c.
1

5
7

�

8
.

(

�)

六
七
年
四
月
二
八
日
に
、
米
国
側
は
ソ
連
側
に
「
解
釈
」
文
書
を
提
出
す
る
が
、
条
文
解
釈
権
に
関
し
て
は
双
方
が
保
持
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
条
約
署
名
後
に
米
国
側
が
公
表
し
た
「
解
釈
」
に
よ
れ
ば
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
は
、
条
約
で
は
禁
止
の
対
象
で
は
な
い

と
い
う
。
な
ぜ
な
ら

｢

核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ｣

は
、｢

戦
争
を
始
め
る
決
定
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
ま
た
は
な
さ
れ
る
ま
で

そ
の
時
に
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は
こ
の
条
約
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い

核
兵
器
あ
る
い
は
そ
の
管
理
の
移
譲
を
含
ま
な
い
」
か
ら
だ
と
い
う
。

(
�)

F
R

U
S

,
1

9
6

4

�

6
8

,
v

o
l.

1
1
,

d
o

c.
1

5
6

�

8
.

(
�)

N
A

T
O

,
F

in
a

l
�
��

�
�
�
���

	

(

D
e

ce
m

b
e

r
1

5
,

1
9

6
6)

.
<

h
ttp

://w
w

w
.n

ato
.in

t/d
o

cu
/co

m
m

/4
9
-9

5
/c6

6
1

2
1

5
a.h

tm
>

.

六
六
年

九
月
の
首
脳
会
談
で
、
米
国
と
西
ド
イ
ツ
両
政
府
間
で
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
実
現
を
断
念
す
る
代
わ
り
に
、
西
独
を
Ｎ
Ｐ
Ｇ
に
入
れ
る
合
意

が
成
立
し
た(

B
ran

d
s,

H
al,

“
N

o
n
-P

ro
life

ratio
n

an
d

th
e

D
y

n
am

ics
o

f
th

e
M

id
d

le
C

o
ld

W
ar

:
T

h
e

S
u

p
e

rp
o

w
e

rs,
th

e
M

L
F

,
an

d

th
e

N
P

T
,”

C
old

W
a

r
H

istory,
7

(A
u

g
u

st,
2

0
0

7
),

p
p
.

4
0

6

�8.)

。

(

�)

新
垣
、
前
掲
論
文
、
七
六

－

七
頁
。B

u
te

u
x
,

P
au

l,
T

h
e

P
olitics

of
N

u
clea

r
C

on
su

lta
tion

in
N

A
T

O
1

9
6

5

�19
8

0
(

C
am

b
rid

g
e
:

C
am

b
rid

g
e

U
n

iv
e

rsity
P

re
ss,

1
9

8
3)

,
ch

ap
s.

2

�3.

フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
危
機
時
に
米
国
が
核
威
嚇
を
発
す
る
か
ど
う
か
は
、

平
時
に
お
け
る
戦
略
協
議
の
運
用
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
軍
事
兵
器
の
導
入
な
ど
、
戦
力
構
成
を
め
ぐ
る

議
論
を
通
じ
て
、
同
盟
内
で
価
値
観
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
、「
拡
大
核
抑
止
」
の
「
信
憑
性
」
を
高
め
る
と
い
う(

F
re

e
d

m
an

,

L
aw

re
n

ce
,
“

T
h

e
E

v
o

lu
tio

n
an

d
F

u
tu

re
o

f
E

x
te

n
d
e

d
D

e
te

rre
n

ce
,”

T
h

e
C

h
a

n
gin

g
S

tra
tegic

L
a

n
d

sca
p

e,
L

o
n

d
o

n
:

H
S

S
A

d
e

lp
h

i

P
ap

e
r

2
3

6
,

1
9

8
9
.)

。

(

�)

有
江
、
前
掲
論
文
、
八
九

－

一
〇
〇
頁
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
ド
ゴ
ー
ル
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
統
合
司
令
部
か
ら
脱
退
し
た
理
由
に
つ
い

て
、
戦
争
参
加
の
「
政
治
的
選
択
肢
」
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
点
を
指
摘
す
る
（
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
『
外
交』

（
下
）
日
本
経
済
新
聞
社
、

一
九
九
六
年
、
第
二
四
章)

。

結
論
「
米
ソ
共
同
支
配
」
体
制
の
成
立

六
七
年
八
月
二
四
日
、
米
ソ
両
国
は
一
八
ヵ
国
軍
縮
委
員
会
に
、
最
終
決
定
さ
れ
た
第
一
条
を
記
し
た
同
一
草
案
を
提
出
し
た
。

こ
う
し
て
、
核
不
拡
散
条
約
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
核
兵
器
の
配
備
を
基
礎
づ
け
る
「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
が
認
め
ら
れ
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た
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で

｢

米
ソ
核
密
約｣

が
成
立
し
た
。
そ
れ
が
、
同
盟
諸
国
と
の
「
事
前
協
議
」

が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
以
前
に
、
超
大
国
間
で
戦
争
状
態
に
な
る
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
�
構
図
�
で
あ
っ
た
。

(

�)

そ
の
論
理
的
帰

結
と
し
て
、
米
ソ
同
一
草
案
提
出
の
翌
月
に
、
国
防
長
官
は
、
米
ソ
間
の
「
戦
略
的
安
定
」
を
最
優
先
目
標
と
す
る
「
相
互
確
証
破

壊
」
戦
略
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

改
め
て
振
り
返
る
な
ら
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
有
り
様
が
問
わ
れ
続
け
て
き
た
。

当
初
米
国
政
府
は
、「
拡
大
核
抑
止
」
の
公
約
を
「
再
保
証
」
し
よ
う
と
し
て
、
核
兵
器
の
「
管
理
」
を
部
分
的
に
委
譲
す
る
Ｍ
Ｌ

Ｆ
構
想
を
考
案
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
米
国
が
「
拒
否
権
」
の
放
棄
も
ほ
の
め
か
し
た
た
め
に
、
西
ド
イ
ツ
が
核
の
発
射
に
関
与
す
る

こ
と
に
対
す
る
ソ
連
の
恐
怖
心
を
煽
っ
て
し
ま
っ
た
。
要
す
る
に
、
米
国
の
「
核
不
拡
散
」
政
策
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、「
拡
大
核
抑

止
」
の
「
信
憑
性
」
を
高
よ
う
と
し
て
「
管
理
」
を
緩
め
る
ほ
ど
、｢

核
拡
散｣

の
傾
向
が
強
ま
る
の
で
ド
イ
ツ
非
核
化
に
関
す
る

米
ソ
協
力
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
「
ド
イ
ツ
問
題
」
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
、
核
不
拡
散
条
約
で
あ
っ
た
。
核
兵
器
の
「
管
理
」
の
移
譲
を
禁
止
し
た
米
国

案
の
中
に
は
、
各
同
盟
内
で
「
戦
時
」
を
決
定
す
る
政
治
的
権
限
を
一
手
に
掌
握
す
る
と
い
う

�密
約
�
を
取
り
結
ぶ
意
図
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
側
も
こ
の
提
案
に
応
じ
る
形
で
、
西
ド
イ
ツ
に
核
保
有
を
断
念
さ
せ
る
に
は
、
非
戦
略
核
兵
器
を
装

備
し
た
米
軍
の
ベ
ル
リ
ン
駐
留
も
許
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
た
。
か
つ
て
ソ
連
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
米
軍
を
追
い
出
そ
う
と
し

た
よ
う
に
、
西
独
核
武
装
問
題
は
、
絶
え
ず
両
国
間
で
戦
争
原
因
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
ド
イ
ツ
の
核
武
装
を
阻
止

す
る
「
共
通
利
益
」
を
確
認
し
合
え
た
こ
と
で
、
中
欧
の
「
現
状
維
持
」
に
関
す
る
了
解
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
よ
り
、｢

冷
戦｣

の
本
質
が
浮
か
び
上
が
る
。
米
国
は
、「
核
不
拡
散
」
政
策
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
に
あ
た
っ
て
、
米
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ソ
｢

軍
事
ブ
ロ
ッ
ク
体
制｣

の
論
理
に
依
拠
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
米
ソ
不
戦
の
「
核
密
約
」
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
盟
諸
国
に
対
し
て
�
ソ
連
の
脅
威
�
を
煽
り
な
が
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
部
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
固
め
る
試
み
に
つ
い
て
、
ソ
連
と

�
共
謀
�
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｆ
構
想
の
挫
折
後
、
米
国
政
府
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
非
戦
略
核
兵
器
を
大
量

に
配
備
し
て
、「
事
前
協
議
」
制
度
の
確
立
を
図
っ
た
過
程
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
離
脱
後
に
、
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
が
組
織
改
編
に
合
意
し
て
、
核
使
用
の
最
終
決
定
権
を
米
国
に
集
中
さ
せ
た
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
末
の
マ
ル
タ
会
議
で
「
冷
戦
」
終
結
宣
言
が
出
さ
れ
た
後
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
ソ
連
を
「
敵
」
と
は
み
な
さ
な
い
と
い

う
見
解
を
表
明
し
た
。
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
が
低
下
し
て
、
欧
州
統
合
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ド
イ
ツ
核
武
装
に
対
す
る
警
戒
心
も
次

第
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。｢

核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
に
は
、
西
欧
同
盟
の
結
束
を
示
す
と
い
う
「
政
治
的
」
機
能
が
残
さ
れ
た
も

の
の
、
そ
れ
ま
で
中
核
的
機
能
を
果
た
し
て
き
た
「
共
同
防
衛
」
の
意
義
は
格
段
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

(

�)

そ
し
て
、
現
在
ド
イ
ツ
は
、

東
欧
諸
国
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
て
ロ
シ
ア
と
の
距
離
が
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
も
受
け
て
、
冷
戦
期
に
配
備
さ
れ
て
き
た
非
戦
略
核
兵

器
の
撤
去
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

(

�)

以
上
の
動
向
か
ら
言
え
る
の
は
、「
パ
ク
ス
・
ル
ッ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
米
国
の
支
配
体
制
を
正
当
化
し

て
き
た
論
理
も
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
米
国
は
、
西
欧
同
盟
を
存
続
さ
せ
る
べ
く
、｢

共
同
管

理｣

に
代
わ
る
新
た
な
論
理
を
編
み
出
す
と
い
う
課
題
を
背
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
象
徴
的
な
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、「
人
道
的

介
入
」
と
い
っ
た
普
遍
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
に
基
づ
い
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
「
域
外
派
兵
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
に
基
づ
く
核
配
備
の
見
直
し
は
、
新
た
な
脅
威
を

�外
部
�
に
求
め
る
作
業
と
と
も
に
進
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

	)
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(

�)

例
え
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ａ
長
官
は
、「
核
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
制
度
を
踏
ま
え
て
、
米
ソ
両
国
は
核
不
拡
散
条
約
で
、
核
戦
争
の
「
危
険
を

避
け
る
た
め
に
た
ゆ
み
な
い
努
力
を
す
る
」
こ
と
も
宣
言
し
て
い
る
、
と
証
言
し
た

(
N

assau
e

r,
O

tfrie
d
,

“
N

u
cle

ar
S

h
arin

g
in

N
A

T
O

:
Is

it
L

e
g

al?”
S

cien
ce

for
D

em
ocra

tic
A

ction
,

9
:

1
(

M
ay

,
2

0
0

1)
.)

。

(

�)
ト
ラ
ク
テ
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
部
分
的
核
実
験
禁
止
条
約
が
成
立
し
た
時
点
で
、
ソ
連
側
が
ベ
ル
リ
ン
で
緊
張
を
高
め
な
い
限
り
、

米
国
側
も
西
ド
イ
ツ
に
核
管
理
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
「
取
引
」
が
成
立
し
た
と
い
う(

T
rach

te
n

b
e

rg
,

op
.

cit.,
p
.

3
2

1
,

3
2

8
,

p
p
.

3
8

8

�

9
,

p
.

4
0

0
.)

。
だ
が
、
こ
の
「
六
三
年
デ
タ
ン
ト
」
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
不
可
侵
に
関
す
る
了
解
が
成
立
し
な
か
っ
た
点
で
限
界
が
あ
っ
た

と
指
摘
さ
れ
る
（
青
野
、
前
掲
書)

。

(

�)

メ
ア
リ
ー
・
カ
ル
ド
ー
は
、｢

冷
戦｣

と
は
米
ソ
に
よ
る
「
共
同
事
業
」
で
あ
っ
た
と
喝
破
し
た
。
両
国
に
と
っ
て
、
第
三
世
界
の

民
族
問
題
が
真
の
脅
威
で
あ
り
、
こ
こ
を
中
心
と
し
て
「
現
実
の
戦
争
」
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
仮
想
敵
が
一
致
す
る
両
国
は
、
こ
れ
ら

の
脅
威
を
抑
え
る
べ
く
軍
事
介
入
を
行
い
、
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
部
の
支
配
を
固
め
よ
う
と
し
て
、「
想
像
の
戦
争
」
を
つ
く
り
あ
げ
た

と
い
う(

K
ald

o
r,

M
ary

,
T

h
e

Im
a

gin
a

ry
W

a
r
:

U
n

d
ersta

n
d

in
g

th
e

E
a

st-W
est

C
on

flict,
O

x
fo

rd
:

B
asil

B
lack

w
e

ll,
1

9
9

0
.)

。

(

�)

金
子
、
前
掲
書
、
二
六
〇－

七
五
頁
、
第
四
章
参
照
。
ソ
連
が
消
滅
し
た
後
も
、
統
一
ド
イ
ツ
が
最
大
の
脅
威
と
し
て
浮
上
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
根
強
く
残
っ
て
い
た
。

(

�)

対
照
的
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
東
方
に
拡
大
し
た
こ
と
で
、
東
欧
諸
国
が
核
兵
器
の
撤
去
を
拒
む
と
い
う
構
図
が
生
じ
て
い
る
（
同
上
、

終
章
参
照)

。

(

�)

冷
戦
後
、
同
盟
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
課
題
の
浮
上
に
伴
っ
て
、
自
由
や
民
主
主
義
と
い
う
価
値
観
に
基
づ
い
た
制
度
化
が
重
視
さ

れ
始
め
た
点
に
関
し
て
は
、
土
山
實
男
『
安
全
保
障
の
国
際
政
治
学
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
第
九
章
を
参
照
。
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Introduction

I. West German nuclear problem and MLF (multi-lateral force) concept

II. From MLF to nuclear sharing system

III. Logic of Strategic Consultation and NPT (Non Proliferation Treaty)
Conclusion

NATO adopted a new strategic concept which contains aims for a world

without nuclear weapons (NW). Now, the withdrawal of non-strategic weap-

ons (NSW) is focused. These weapons have been deployed at Western

Europe on the system of nuclear sharing from the cold war. This article ex-

amines why this system emerged and was accepted by the Soviets at the

NPT negotiation.

The credibility of U. S. extended nuclear deterrence declined because of

the Berlin crisis, so West German demanded for her own nuclear ‘control.’

Kennedy administration designed MLF concept which integrates alliance nu-

clear powers under the Supreme Allied Commander Europe. The key of this

concept is the ‘delegation’ of control and denial of U. S. veto over the launch-

ing.

During the Cuban missile crisis, Kennedy and McNamara feared the unau-

thorized launching of Jupiter missiles in Turkey. McNamara determined to

sustain the U. S. veto and deployed NSW under nuclear sharing system.

Thereafter, NATO focused on the creation of ‘prior consultation’ that will be

called when U. S. will transfer NSW to the host countries.

McNamara proposed article 1 of NPT that NW countries shouldn’t ‘trans-

fer’ control of NSW to NW countries, except intra-war situation. During the

NPT negotiation, Johnson administration asked the Soviets whether two

NATO’s nuclear sharing and U. S.-Soviet Bloc system:

McNamara’s non-proliferation policy in 1961�68
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countries possess ‘rights to go to war’ exclusively. At the same time, U. S.

tried to integrate the process of the use of NSW in the form of NATO’s

Nuclear Planning Group.

In short, nuclear sharing under NPT meant U. S.-Soviet ‘Bloc system.’

They reached the tacit political understanding to avoid war and strengthened

their control on each bloc. Also, the Soviets accepted U.S. presence in

Berlin, so two super powers agreed the status-quo in Europe. Therefore,

after the cold war ended and this system collapsed, NATO has been search-

ing for a new logic of keeping Western Alliance.




